
へ
農

　
　
　
◆
応
急
処
置
の
仕
万

●
子
供
が
ひ
き
つ
け
を
起
こ
し
た
ら

　
生
ま
れ
て
五
、
六
ヵ
月
以
上
の
赤

ち
ゃ
ん
は
、
ひ
き
つ
け
を
起
こ
す
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
子
供
の
ひ
き
つ
け

は
、
「
熱
性
け
い
れ
ん
」
と
呼
ば
れ
、

か
ぜ
な
ど
に
よ
る
発
熱
、
ド
痢
な
ど

が
原
因
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
と
き
の
応
急
処
置
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

《
親
は
あ
わ
て
な
い
で
》

　
ひ
き
つ
け
は
、
た
い
て
い
数
分
－
、
・

発
作
が
お
さ
ま
り
ま
す
　
あ
わ
て
て

体
を
ゆ
す
っ
た
り
、
大
き
な
声
で
名

前
を
呼
ん
で
も
お
さ
ま
り
ま
せ
ん
．

抱
き
か
か
え
た
り
せ
ず
、
寝
か
せ
た

ま
ま
、
顔
を
横
に
向
け
て
お
き
ま
す
．

　
ま
ず
親
は
落
ち
着
い
て
く
だ
さ
い
。

《
ま
ず
や
る
こ
と
は
》

　
け
い
れ
ん
を
起
こ
す
と
、
舌
を
か

む
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
防

ぐ
た
め
、
ガ
ー
ゼ
を
巻
い
た
ス
プ
ー

ン
か
、
た
た
ん
だ
ハ
ン
カ
チ
を
奥
歯

の
間
に
さ
し
込
む
よ
う
に
す
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
、
衣
服
を
ゆ
る
め
、
薄
暗

い
静
か
な
部
屋
に
寝
か
せ
ま
し
ょ
う
。

　
手
足
が
冷
た
い
と
き
は
、
湯
タ
ン

ボ
ー
．
Σ
暖
め
て
く
だ
さ
い
。
熱
が
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
冷
や
さ
ず
、

発
作
が
お
さ
ま
、
て
か
ら
が
よ
い
で

し
よ
う
。

《
ひ
き
つ
け
が
ひ
ん
ぱ
ん
な
と
き
》

　
ひ
き
つ
け
は
、
発
熱
や
下
痢
の
ほ

鰍’・
粛’＼一楼

＼㌧将＿

か
、
自
家
中
毒
の
よ
う
に
食
べ
す
ぎ

が
原
因
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
食
事
の

バ
ラ
ン
ス
が
わ
る
く
、
低
血
糖
の
た

め
に
起
こ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
子
供
は
、
自
分
自
身
で
食
事
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

親
の
注
意
が
大
切
で
す
。

　
し
ば
し
ば
ひ
き
つ
け
を
起
こ
す
と

き
は
、
て
ん
か
ん
と
い
う
こ
と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
治
療
す
れ
ば
な
お
る
の

で
、
小
児
科
医
に
相
談
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
．

●
目
に
ご
み
が
入
っ
た
ら

　
目
は
か
ら
だ
の
中
で
も
、
い
ち
ば

ん
神
経
の
過
敏
な
と
こ
ろ
で
す
。
ご

く
小
さ
な
ゴ
ミ
が
目
に
入
っ
て
も
、

思
わ
ず
こ
す
り
が
ち
で
、
そ
の
た
め

粘
膜
に
傷
を
つ
け
た
り
、
炎
症
を
起

こ
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
十
月
十
日
は
「
目
の
愛
護
デ
ー
」

で
す
。
目
に
ゴ
ミ
が
は
い
っ
た
と
き

の
応
急
処
置
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

《
涙
で
洗
い
流
す
》

　
絶
対
に
目
を
こ
す
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
目
を
閉
じ
て
、
涙
と
い
っ
し

ょ
に
自
然
に
流
す
よ
う
に
す
る
。
涙

が
あ
ま
り
で
な
い
と
き
は
、
目
を
閉

じ
た
ま
ま
上
ま
ぶ
た
を
裏
が
え
し
し

て
、
き
れ
い
な
ハ
ン
カ
チ
か
、
ガ
ー

ゼ
な
ど
を
ぬ
ら
し
て
、
そ
っ
と
な
で

る
と
流
し
涙
で
と
れ
ま
す
．

　
も
し
、
そ
れ
で
も
と
れ
な
い
と
き

は
、
洗
面
器
に
き
れ
い
な
水
を
流
し

な
が
ら
、
目
を
パ
チ
パ
チ
さ
せ
る
と

た
い
て
い
の
ゴ
ミ
は
と
れ
る
も
の
で

す
。《

洗
眼
し
て
も
と
れ
な
い
と
き
》

　
ゴ
ミ
が
上
ま
ぶ
た
に
あ
る
と
き
は
、

上
ま
ぶ
た
を
つ
ま
ん
で
下
の
ま
ぶ
た

に
重
ね
る
よ
う
に
す
る
と
、
下
の
ま

ぶ
た
の
ま
つ
げ
に
ゴ
ミ
が
移
っ
て
と

れ
ま
す
。

　
そ
の
と
き
は
必
ず
洗
眼
を
し
、
手

を
柔
く
洗
っ
て
か
ら
処
置
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

《
薬
品
や
洗
剤
が
は
い
っ
た
と
き
》

　
液
体
ガ
ス
や
ヘ
ア
ス
プ
レ
i
、
薬

品
な
ど
が
目
に
は
い
る
と
角
膜
が
お

か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
、
眼
科
に
行
く
ま
え
に
、
き

れ
い
な
水
で
薬
品
を
洗
い
流
す
こ
と

が
何
よ
り
大
切
で
す
。

《
目
を
突
い
た
と
き
》

　
草
木
の
先
や
紙
の
端
で
目
を
つ
い

た
と
き
は
、
す
ぐ
に
眼
科
医
の
診
察

を
受
け
て
、
炎
症
が
起
き
る
の
を
防

い
で
く
だ
さ
い
。

●
家
庭
で
骨
折
事
故
を
起
こ
し
た
ら

z

ひとつです。

　カゼをひいたとき、私た古）は必ずといっていいほど、

まず体温計を手にします。ところが、正しい体温の計

i）方をしている人は、意外に少ないもび）です。

　そこで黙体温を計るコツ“に一）いてふれてみます。

囹どこで計ったら・・

　体温は体内の温度のことですが、実際には計れませ

ん。

　そこで、比較的体内の温度を反映させる体の部分で

計りゃすいのが脇の下で、家庭検温には最適です。

囹正しく計るには

　体温計が35．5度以下に下がっているのを確かめてか

ら、脇の下の前下方か‘）後上方に向けて差し込みます

　その際、腕を心もち前に持ってきて、ひじを軽く曲

げ、反対側の手で上腕をおさえるのが良いでしょう。

　汗は乾いたタオルでふきとり、途中で汗をかいても

そのまま最後まで計ります。

　なお、赤ちゃんを検温する場合は、両手をおさえる

と嫌がりますかじ）、きき腕はおさえないようにして、

あやしながド）計ってあげるのが良いでしょう。

囹検温時間は長めに…

体温計によって30秒計、1分計など、いくつか種類

がありますが、汗をかいていないときは5～10分間汗

をかいているときは10～15分間計ってください。

囹左右どちらの腕で・・

　どちらでもかまいません。もしどちらか一方の腕が

マヒの場合は、健康な腕の方で計るようにしましょう

　
家
で
骨
折
事
故
を
起
こ
し
た
…

そ
ん
な
と
き
、
病
院
へ
運
ぶ
前
に
、

正
し
い
応
急
手
当
を
し
て
お
く
と
、

ケ
ガ
も
重
く
な
ら
ず
、
な
お
り
も
早

い
も
の
で
す
。

　
さ
て
、
そ
の
方
法
は
…

①
楽
な
姿
勢
で
寝
か
せ
て
、
適
当
な

副
木
（
そ
え
ぎ
H
段
ボ
ー
ル
箱
、
大

き
め
の
雑
誌
、
木
片
な
ど
）
が
あ
れ

ば
、
動
か
な
い
よ
う
に
固
定
さ
せ
て

病
院
へ
連
れ
て
行
く
こ
と
が
大
切
で

「A州
OOG
cり

ぎ
てL

す
。　

副
木
は
、
骨
折
部
の
上
下
の
関
節

二
ヵ
所
を
固
定
し
て
く
だ
さ
い
。

②
適
当
な
副
木
が
な
い
場
合
に
は
、

手
や
腕
な
ら
三
角
布
（
な
け
れ
ば
風

呂
敷
な
ど
）
で
首
か
ら
つ
る
よ
う
に

し
ま
す
。

　
足
首
の
場
合
に
は
、
寝
か
せ
た
ま

ま
静
か
に
近
く
の
病
院
へ
運
ん
で
く

だ
さ
い
。
や
た
ら
に
動
か
し
た
り
、

も
ん
だ
り
し
な
い
よ
う
に
：
・
。

丼「喩
ピ八

o

魁
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無
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、
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麺
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≧
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．
盤
、
駐
籔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
．
篠

、

醜

、
削
繁
糞
謎
、
…
、
瞬
　

羅
駕
磐
翼
識

　
　
動
ぎ
ま
す
。

　
豆
作
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
感

異
、
．

■騨『轟

覇孟／・

■

幽
亀
み
．

灘



（3）國國璽塑璽璽懸璽璽襲璽1と7」『ゴ5「』β3國團團團團團團■國■團■■■■■■■■■■■■■■■■（第3種郵便物認可）昭和53年l　I月lo日

、．灌舞誘鶏鷲鵬簾薯簾篇謝　　《ねん壱ん特集》
たりしたとき・収入の道が閉ざされて生活をおびやかされな：いとも限　●詳細問い合わせは市役所市民課国民年金係
りません・わが国の年金制度は・サラリーマンな：どが加入する厚生年　　　　　　　　　　　　（智7－3111内線218）
金、各種共済組合など8つの年金制度があり、それぞれ老後に向けて
の生活設計に大きな役割を果たしています。そのうち厚生年金や各種

馨蕪灘1灘1難llil墨豊ガな
一十日町市の国民年金

r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0寡婦年金　　　　53。3．31現在
被保険者数　　15，171人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／｛／’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保険料を25年分以上かけて、保険料収納額　3億8，200万円

検　認　率　　98．7（！6　　　　　　　　　　　　　　　　　（何の年金も受けずに亡くなった　、贋．　　τ
受給権者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夫の妻は、60歳から5年間駅寡　　｝‘ノ’
　拠　　出　　　3，318人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　婦年金”が受けられます。
　福　　祉　　　2，846人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月額は夫の老齢年金の半額で　　　　　げ　　　　　／ク
給付額　　　　　　　　　‡　　　　　　　　　　　　　　　　　65歳からは妻自身の老齢年金に
　拠出7億2，765万円
　　　　　　　　　i畠磁、　　　　リレー畝ます・　福　祉4億9，778ノ∫円

　　　　　　　　　サ
　　　　　　　　　i・老齢年金　欝　・　年金　　年金告知板

●大正2年生まれの方

　　あなたは、今年で満65歳

　　　　　　　　　i叢欝雛簿鹸墾鍵1灘1　老齢年金受給者に仲間人りです．
誕生口がきたら、老齢年金（通老）

の裁定手続きをしてくたさい。

●大正7年生まれの方

　　　　　　　　　1す．月額は、25年納付で、お1　　　　　　　　　　　　　　　か、姉と弟妹がくらす世帯に、　　あなたは、今年で満60歳
　国民年金σ）保険料を全部かけお

　　　　　　　　　i驚1黒譜懲、贈　・σ1醐、．，，欄撚灘癬！わり、あとは老齢年金を請求する
1裏力・り1こノ£り　ました。

　65歳まて待ちますと、満額老齢　　　　　　　　　む　　　　　　　　　、頓通算老齢年金”もあります．、　　　　　　　　　　　　　　　　　38，508円年金を受け取れます。
　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　隔～　　◆◎　 ←◎　　 ．◆登o．噸つ．。◆．鱒．＋つ　◆＿←←　　←．←卜．．＋一　◆　　◆＿　◆　◆　　 ←争◎鱒　◎＿・鱒．”　 ．輔．◆．●昭和18年生まれの方

　　あなたは、今年で満35歳
　60歳までに保険料納付期問を最　　　　　　　　　ジたド　け受金　該免免が災　　　　　がお　忘な通

由
で
保
険
料
を
納
め
る
の
が
む
ず
か
　
　
　
　
追
納
が
で

し
い
と
き
な
ど
、
申
し
出
に
よ
っ
て
、
　
　
保
険
料
の
免
除

実
情
を
審
査
し
ま
す
。
申
請
免
除
は
　
　
す
と
、
そ
の
期
間

一
定
の
所
得
以
下
で
所
得
税
な
ど
が
　
　
分
の
一
の
年
金
額

課
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
相
当
　
　
情
に
よ
コ
＼
　
一

き
び
し
い
条
件
が
あ
り
ま
す
が
、
最
　
て
も
、
そ
の
後
生

終
的
に
は
、
県
知
事
が
免
除
す
る
か
　
　
き
る
こ
と
も
あ
り

ど
う
か
決
定
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
た
場
合
、
レ
年
前

　
．
あ
手
続
き
を
し
な
い
で
、
保
険
　
　
て
、
保
険
料
を
追

料
を
未
納
の
ま
ま
、
放
っ
て
お
く
と
　
が
で
き
ま
す
。
追

将
来
、
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
　
　
免
除
を
受
け
た
当

ま
す
。
免
除
を
希
望
す
る
方
は
、
年
　
　
　
追
納
す
る
と
完

金
手
帳
と
印
鑑
を
も
っ
て
ご
相
談
く
　
　
を
も
ら
う
こ
と
が

だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
き
る
だ
け
頑
張

　
免
除
者
は
保
険
料
の
　
　
　
　
　
　
う
に
し
ま
し
ょ
う

　
　
欺
美
欺
Y
父
霧
罧
塞
父
欺
美
欺
美
罧
美
欺
交
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
こ
　
　
　
り
い

有
利
な
　
　
　
　
　
蜘
烈

前
納
の
お
す
す
め
　
鯛
脚
脚
脚

昭
和
五
＋
四
年
四
月
か
ら
・
国
民
付
4
6
8

年
金
の
保
険
料
が
改
定
さ
し
・
現
行
納
鋤
殉
殉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
　
　
　
の
　
月
月
月

の
月
額
二
千
七
百
三
十
円
が
、
、
．
一
千
　
　
斗
　
5
　
7
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半

一
一
百
円
、
付
加
年
金
に
つ
い
て
は
、
　
険
ひ
ひ
観

三
千
頁
↓
干
円
が
三
千
七
百
円
に
な
保
ー
ー
ー

り
ま
す
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期
期
期

　
一
年
間
の
保
険
料
は
、
定
額
で
三
　
　
　
　
1
2
　
3

万
九
千
六
百
円
、
付
加
年
金
加
入
で
　
　
十
四
年
二
月
末
日

は
四
万
四
千
四
百
円
と
な
り
ま
す
。
　
　
年
度
の
中
途
で
も

　
こ
れ
を
一
年
間
前
納
し
ま
す
と
、
　
　
て
い
ま
し
た
が
、

つ
ぎ
の
と
お
り
割
引
が
あ
り
有
利
で
　
　
て
今
度
か
ら
で
き

す
。
い
そ
が
し
く
て
納
付
期
限
を
忘
　
　
●
一
年
間
の
前
納

れ
が
ち
の
人
、
そ
の
つ
ど
納
付
す
る
　
　
定
額
　
ご
．
万
九
千

の
が
め
ん
ど
う
な
人
等
、
毎
年
前
納
　
　
千
六
百
四
十
円
（
割

し
て
い
る
人
は
も
ち
ろ
ん
、
新
た
に
　
付
加
年
金
　
四
万

前
納
を
は
じ
め
た
い
人
は
申
し
出
て
　
　
酉
．
．
千
一
』
百
、
工
ー

く
だ
さ
い
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
付
は
市
民
課

　
一
年
前
納
の
申
し
出
期
限
は
、
五
　
　
で
行
っ
て
い
ま
す

1　期　（4・5月分） 4月末日までに

2　期　（6・7月分） 6月末目までに

3　期　（8・9月分） 8月末日までに

4　期　（10・11月分） 10月末日までに

5　期　（12・1月分） 12月末日までに

6　期　（2・3月分） 2月末日までに

前納（1年分）するとき 2月末日までに

（第3種郵便物認可）昭和53年l　l月10日1■閣■■■■■1■■■■■■■■■■■■■■■』旨rお」『』β3■■■■■■■■■■（2）

いつまでも

若くはありません

老後のために
0田子年金
加入して1年以上、保険料を

完納すれば、生計を背負うご主

人を亡くしても、18歳以下の子

を育てる奥さんは喫母子年金”

を受けられます。

子1人の時、月額38，508円こ

のほかに般遺児年金”もあります。

濃＾

◎1

④i

＠
㊤…

③i
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わ
が
国
の
年
金
制
度
は
、
国
民
年

金
な
ど
八
つ
の
制
度
が
あ
り
、
二
十

歳
以
上
の
人
は
、
］
人
残
ら
ず
何
ら

か
の
年
金
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
職
場
に
働
く
人
は
、
そ
こ
に
就
職

す
る
と
同
時
に
自
分
の
意
志
に
か
か

わ
り
な
く
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
国
民
年
金
も
同
じ
こ
と
で
す
。

個
人
の
自
由
に
ま
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、

法
律
に
基
づ
い
た
国
民
の
義
務
と
し

て
強
制
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

　
簡
単
で
す
…

　
　
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き

　
二
十
歳
に
な
っ
た
時
、
あ
る
い
は

勤
め
を
や
め
て
自
分
で
仕
事
を
始
め

る
よ
う
に
な
っ
た
時
な
ど
、
つ
ま
り

法
律
上
強
制
加
入
被
保
険
者
と
な
っ

た
と
き
は
、
す
ぐ
市
民
課
国
民
年
金

窓
口
に
申
し
出
れ
ば
加
入
で
き
ま
す
．

　
手
続
き
に
必
要
な
も
の
は
、
印
鑑
、

他
の
年
金
制
度
を
や
め
て
加
入
す
る

人
は
、
そ
の
組
合
証
ま
た
は
厚
生
年

金
被
保
険
者
証
、
国
民
年
金
に
再
加

入
す
る
人
は
、
国
民
年
金
手
帳
で
す
．

　
新
た
に
国
民
年
金
に
加
入
す
る
と

国
民
年
金
手
帳
を
も
ら
い
ま
す
。
こ

の
手
帳
に
あ
る
記
号
番
号
は
一
生
ず

っ
と
変
わ
り
ま
せ
ん
．
そ
し
て
、
実

際
に
年
金
の
支
給
を
受
け
る
と
き
に

大
切
な
も
の
で
す
か
ら
、
大
事
に
保

管
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ

と
で
、
毎
月
決
ま
っ
た
か
け
金
（
保

険
料
）
を
、
現
行
は
二
千
七
百
三
十

円
（
五
十
四
年
度
は
月
額
三
千
三
百

円
）
二
ヵ
月
ご
と
に
納
め
て
い
く
義

務
を
負
い
ま
す
。

20歳になったら年金加入（庭野裕子さん・学校町2）

　
保
険
料
（
か
け
金
）
を
か
け

て
年
金
を
う
け
る
の
が
拠
出
年

金
。
こ
れ
が
国
民
年
金
制
度
の

柱
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
保
険
料
（
か
け
金
）
は

　
　
月
二
千
七
百
三
十
円

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
収
入
に

よ
っ
て
変
動
の
あ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
毎
月
二
千
七
百
三
十
円
。

　
十
日
町
市
は
二
ヵ
月
徴
収
で
す
か

ら
、
五
千
四
百
六
十
円
と
な
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
納
付
組
合
等
を
通
じ
、

納
付
書
を
配
付
し
、
納
付
組
合
代
表

の
年
金
委
員
さ
ん
が
一
括
し
て
銀
行

や
市
農
協
へ
保
険
料
を
納
入
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
国
民
年
金
を
も
ら
う
た
め
に
は
、

保
険
料
は
六
十
歳
ま
で
、
最
低
二
十

五
年
間
納
め
続
け
な
け
れ
ば
、
将
来

年
金
の
支
給
を
受
け
る
資
格
が
生
ま

れ
ま
せ
ん
。

　
保
険
料
の
領
収
書
は
、
国
民
年
金

手
帳
と
】
緒
に
国
民
年
金
保
険
料
納

入
袋
（
53
年
4
月
に
年
金
委
員
さ
ん

を
通
じ
て
配
布
．
な
い
場
合
は
、
国

民
年
金
係
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

す
ぐ
お
送
り
し
ま
す
）
に
入
れ
、
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

国民年金七つのポイント

①2，700万人が加入しています。

国民年金は、国が責任を持って経営する制

度ですから、つぶれたり、掛け捨てになる心

配がありません。

②20歳から加入。

20歳から加入できます．早く加入するノ∫が

良い給付を受けられます．ただし、厚生年金、

船員保険、公務員などび）各種共済へ加入して

いる人ははいれません。

③年金の種類は六つあります。

左上のイラストび）ように、長い人生び）さま

ざまな事故に応じて年金が支払われます．死

亡一時金の出るケースもあります。

④年金額は目減りしません。

年金の額は、年1回物価にスライドするσ）

で、目減りしません。こび）措置で、52年度は

9．4％53年度は6．7％引上げられました．

⑤保険料は給付にくらべて割安です。

保険料は現在月額2，730円（54年度3，300円）

です．有利な前納制度もあります（申し出は

毎年2月末日まで）

⑥付加保険料も納められます。

付加保険料月額400円を納めれば、より高

い老齢年金が受けられます．

⑦相当な国庫負担がつきます。

みなさんにお支払いする年金額の3分び）1

は国が負担します。

また、一切び）事務費も国が負担しています．

偽
農
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金、各種共済組合など8つの年金制度があり、それぞれ老後に向けて
の生活設計に大きな役割を果たしています。そのうち厚生年金や各種

馨蕪灘1灘1難llil墨豊ガな
一十日町市の国民年金
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　拠出7億2，765万円
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●大正2年生まれの方

　　あなたは、今年で満65歳

　　　　　　　　　i叢欝雛簿鹸墾鍵1灘1　老齢年金受給者に仲間人りです．
誕生口がきたら、老齢年金（通老）

の裁定手続きをしてくたさい。

●大正7年生まれの方
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1裏力・り1こノ£り　ました。

　65歳まて待ちますと、満額老齢　　　　　　　　　む　　　　　　　　　、頓通算老齢年金”もあります．、　　　　　　　　　　　　　　　　　38，508円年金を受け取れます。
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由
で
保
険
料
を
納
め
る
の
が
む
ず
か
　
　
　
　
追
納
が
で

し
い
と
き
な
ど
、
申
し
出
に
よ
っ
て
、
　
　
保
険
料
の
免
除

実
情
を
審
査
し
ま
す
。
申
請
免
除
は
　
　
す
と
、
そ
の
期
間

一
定
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所
得
以
下
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な
ど
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分
の
一
の
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ど
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＼
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、
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に
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、
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が
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す
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き
る
こ
と
も
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り

ど
う
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決
定
し
ま
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。
　
　
　
　
　
　
た
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．
あ
手
続
き
を
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な
い
で
、
保
険
　
　
て
、
保
険
料
を
追

料
を
未
納
の
ま
ま
、
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っ
て
お
く
と
　
が
で
き
ま
す
。
追

将
来
、
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金
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受
け
ら
れ
な
く
な
り
　
　
免
除
を
受
け
た
当

ま
す
。
免
除
を
希
望
す
る
方
は
、
年
　
　
　
追
納
す
る
と
完

金
手
帳
と
印
鑑
を
も
っ
て
ご
相
談
く
　
　
を
も
ら
う
こ
と
が

だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
き
る
だ
け
頑
張

　
免
除
者
は
保
険
料
の
　
　
　
　
　
　
う
に
し
ま
し
ょ
う
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な
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納
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鯛
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昭
和
五
＋
四
年
四
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付
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・
現
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鋤
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の
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半

一
一
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円
、
付
加
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に
つ
い
て
は
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千
頁
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干
円
が
三
千
七
百
円
に
な
保
ー
ー
ー

り
ま
す
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期
期
期

　
一
年
間
の
保
険
料
は
、
定
額
で
三
　
　
　
　
1
2
　
3

万
九
千
六
百
円
、
付
加
年
金
加
入
で
　
　
十
四
年
二
月
末
日

は
四
万
四
千
四
百
円
と
な
り
ま
す
。
　
　
年
度
の
中
途
で
も

　
こ
れ
を
一
年
間
前
納
し
ま
す
と
、
　
　
て
い
ま
し
た
が
、

つ
ぎ
の
と
お
り
割
引
が
あ
り
有
利
で
　
　
て
今
度
か
ら
で
き

す
。
い
そ
が
し
く
て
納
付
期
限
を
忘
　
　
●
一
年
間
の
前
納

れ
が
ち
の
人
、
そ
の
つ
ど
納
付
す
る
　
　
定
額
　
ご
．
万
九
千

の
が
め
ん
ど
う
な
人
等
、
毎
年
前
納
　
　
千
六
百
四
十
円
（
割

し
て
い
る
人
は
も
ち
ろ
ん
、
新
た
に
　
付
加
年
金
　
四
万

前
納
を
は
じ
め
た
い
人
は
申
し
出
て
　
　
酉
．
．
千
一
』
百
、
工
ー

く
だ
さ
い
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
付
は
市
民
課

　
一
年
前
納
の
申
し
出
期
限
は
、
五
　
　
で
行
っ
て
い
ま
す

1　期　（4・5月分） 4月末日までに

2　期　（6・7月分） 6月末目までに

3　期　（8・9月分） 8月末日までに

4　期　（10・11月分） 10月末日までに

5　期　（12・1月分） 12月末日までに

6　期　（2・3月分） 2月末日までに

前納（1年分）するとき 2月末日までに
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いつまでも

若くはありません

老後のために
0田子年金
加入して1年以上、保険料を

完納すれば、生計を背負うご主

人を亡くしても、18歳以下の子

を育てる奥さんは喫母子年金”

を受けられます。

子1人の時、月額38，508円こ

のほかに般遺児年金”もあります。
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］
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ず
、
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た
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の
義
務
と
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強
制
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と
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簡
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…
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金
の
加
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続
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に
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時
、
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に
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に
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は
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印
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、

他
の
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制
度
を
や
め
て
加
入
す
る

人
は
、
そ
の
組
合
証
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は
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被
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、
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に
再
加

入
す
る
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に
国
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に
加
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る
と
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を
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い
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。
こ

の
手
帳
に
あ
る
記
号
番
号
は
一
生
ず

っ
と
変
わ
り
ま
せ
ん
．
そ
し
て
、
実

際
に
年
金
の
支
給
を
受
け
る
と
き
に

大
切
な
も
の
で
す
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事
に
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民
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金
に
加
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た
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で
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決
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た
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（
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）
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ご
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て
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く
義
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ま
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。

20歳になったら年金加入（庭野裕子さん・学校町2）
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（
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り
ま
す
。

　
市
で
は
、
納
付
組
合
等
を
通
じ
、

納
付
書
を
配
付
し
、
納
付
組
合
代
表

の
年
金
委
員
さ
ん
が
一
括
し
て
銀
行

や
市
農
協
へ
保
険
料
を
納
入
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
国
民
年
金
を
も
ら
う
た
め
に
は
、

保
険
料
は
六
十
歳
ま
で
、
最
低
二
十

五
年
間
納
め
続
け
な
け
れ
ば
、
将
来

年
金
の
支
給
を
受
け
る
資
格
が
生
ま

れ
ま
せ
ん
。

　
保
険
料
の
領
収
書
は
、
国
民
年
金

手
帳
と
】
緒
に
国
民
年
金
保
険
料
納

入
袋
（
53
年
4
月
に
年
金
委
員
さ
ん

を
通
じ
て
配
布
．
な
い
場
合
は
、
国

民
年
金
係
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

す
ぐ
お
送
り
し
ま
す
）
に
入
れ
、
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

国民年金七つのポイント

①2，700万人が加入しています。

国民年金は、国が責任を持って経営する制

度ですから、つぶれたり、掛け捨てになる心

配がありません。

②20歳から加入。

20歳から加入できます．早く加入するノ∫が

良い給付を受けられます．ただし、厚生年金、

船員保険、公務員などび）各種共済へ加入して

いる人ははいれません。

③年金の種類は六つあります。

左上のイラストび）ように、長い人生び）さま

ざまな事故に応じて年金が支払われます．死

亡一時金の出るケースもあります。

④年金額は目減りしません。

年金の額は、年1回物価にスライドするσ）

で、目減りしません。こび）措置で、52年度は

9．4％53年度は6．7％引上げられました．

⑤保険料は給付にくらべて割安です。

保険料は現在月額2，730円（54年度3，300円）

です．有利な前納制度もあります（申し出は

毎年2月末日まで）

⑥付加保険料も納められます。

付加保険料月額400円を納めれば、より高

い老齢年金が受けられます．

⑦相当な国庫負担がつきます。

みなさんにお支払いする年金額の3分び）1

は国が負担します。

また、一切び）事務費も国が負担しています．

偽
農
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［生年金

どはつながります

’
じ

厚
な
縫
牌
爺
貯

と
が
短
い
た
め
・
い
ず

金　
　
　
　
　
れ
の
制
度
か
ら
も
老

　
　
　
　
　
齢
年
金
や
退
職
年
金

年　
　
　
　
　
が
受
け
ら
れ
な
い
場

　
　
　
　
　
合
、
各
制
度
の
加
人

民　　
　
　
　
期
間
を
通
算
し
て
一

国　
　
　
　
　
定
の
期
間
が
あ
る
と

　
　
　
　
　
き
に
支
給
さ
れ
る
年

　
＼
ワ
↑
㌧
ワ
↑
～
～
～
～
う
↑
～
～
～
＾

　
　
　
忘
　
c
　
　
金
　
　
　
う

　
　
　
ま
う
　
　
　
　
E
－
　
　
　
よ

》
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ー

通算老齢年金

　　　　　　　　　　　　　《11月～12月
テレビでも
　放映しています・11月1旧（土）
　　　　　　　　　　　　国民年金び）保険料

　　　　　　　　　　　　れずに納めましょ
　　ひ桧1鍛庁提供　　　　　■11月18日（土）

　　NST新潟総合テレビ　　　　　大丈夫ですか？
　　’卜前7時15分一7時半
　　「きようの健康　　　　　　　　　　あなたの

　　　あすの年金J　　　　■11月25日（土）

　　　　　　　　　　　　　年金の施設を

　　　　　　　　　　　　　　　利用しまし

ら
年
金
か
受
け
ら

年
金
も
し
く
は
厚
生
年
金
に
一
年
以

上
加
入
し
た
場
合
は
通
算
年
金
が
受

け
ら
れ
ま
す
、

　
主
人
に
年
金
か
あ
り
て
、
私
に
は

年
金
が
な
い
の
で
す
か
？
私
が
万
一

ケ
ガ
を
し
た
と
き
、
ど
こ
か
ら
も
保

障
さ
れ
な
い
と
聞
き
不
安
に
思
っ
て

い
ま
す
。
私
に
も
将
来
年
金
を
受
け

ら
れ
る
方
法
は
な
い
の
で
す
か
．
等

の
話
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
国
民
年
金
は
、
厚
生
年
金
な
ど
の

公
的
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
人
た

　
金
で
す
。

年
金
が
受
け
ら

　
れ
る
の
は
ー
ー

　
①
国
民
年
金
の

　
加
入
期
間
を
含

　
む
と
き
。
通
算

　
二
十
互
年
以
上
、

　
②
国
民
年
金
の

　
加
人
期
間
を
含

　
ま
な
い
と
き
．

　
通
算
二
十
年
以

　
上
。

　
③
他
の
制
度
か

れ
る
と
き
。
国
民

　
年
金
が
受
け
ら
れ
る
年
齢

厚
生
年
金
…
退
職
し
て
い
る
と
き
は

六
十
歳
（
女
子
は
五
十
五
歳
）
か
ら
、

在
職
し
て
い
る
と
き
は
六
十
五
歳
か

ら
（
た
だ
し
標
準
報
酬
月
額
十
四
万

二
千
円
以
上
の
と
き
は
八
割
支
給
、

未
満
の
と
き
は
全
額
支
給
）

国
民
年
金
ー
六
十
互
歳
か
ら
（
繰
上

け
支
給
あ
り
）

　
通
算
で
き
る
期
間

　
各
制
度
・
て
れ
ぞ
れ
一
年
以
上
必
要

て
す
、
、
加
入
期
間
は
昭
和
三
十
六
年

四
月
一
日
以
後
で
計
算
し
ま
す

　
通
算
老
齢
年
金
は
、
国
民
年
金
と

他
の
制
度
へ
の
加
入
あ
る
い
は
喪
失

し
た
と
き
な
ど
き
ち
ん
と
届
出
を
し

て
お
く
こ
と
が
大
切
－
．
曳
す
、

ち
の
年
金
制
度
で
す
か
ら
、
一
、

十
歳
か

ら
圧
十
九
歳
主
で
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

奥
さ
ん
も
希
望
す
れ
ば
加
人
で
き
ま
す
．

　
ま
た
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん

だ
け
の
特
典
と
し
て
、
ご
主
人
が
厚

生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い

た
期
間
も
「
カ
ラ
期
間
」
と
し
て
受

給
資
格
期
間
に
通
算
さ
れ
、
た
い
へ

ん
有
利
に
な
っ
て
い
ま
す
．

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん
も
年
金
を

（夫）厚生年金加入

（妻）

嘉顛一商一「露F金加入

15年

1配偶者期置

尾一一旧年一
L＿一＿＿一＿＿＿一

（例1）　国民年金から15年分び）

通算老齢年金が支給されます。

（夫）厚生年金加入

腱　（妻）結婚

圏輩
ドー7年→ドー

（例2）　国正

通算老齢年く

年分σ）通算う

ます。ただし

手当金を受1

年間は対象1

民年金加入‡

穿退職

菰圏・8年→k・一一10年一→1

民年金から10年分び）

金と厚生年金から7

老齢年金が支給され

、、厚生年金から脱退

けているときは、7
になりませんかド）国

期間が17年必要です。

特
例
納
付
制
度
を

　
ご
存
知
で
す
か

　
国
民
年
金
に
当
然
加
入
し
な
け
れ

は
な
ら
な
か
っ
た
方
で
、
時
効
で
お

さ
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
期

問
の
あ
る
方
、
あ
る
い
は
当
初
か
ら

加
入
し
て
い
な
か
っ
た
方
に
つ
い
イ
＼

特
例
的
に
過
去
の
保
険
料
を
お
さ
め

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
、？

・が
す・

饗　
　
丁

　
　
つ

　
　
陸

　
　
冷

ミ
　
　
　
む

　
や灘鑑覇

》
、

　　　　　　　　　　轟　　　　　　灘嬢難勲年金額表

◆
対
象
者
…
明
治
四
＋
四
年
四
月
二

日
生
ま
れ
以
降
の
加
入
被
保
険
者

《
六
十
歳
以
上
の
人
で
老
齢
（
通
老
）

年
金
受
給
者
は
除
く
》

◆
実
施
期
間
…
昭
和
五
十
三
年
七
月

一
日
～
昭
和
五
十
五
年
六
月
三
十
日

ま
’
．
㌧
、

◆
特
例
保
険
料
・
三
ヵ
月
四
千
円

　
こ
の
特
例
納
付
制
度
は
、
今
回
が

最
後
で
す
．
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
さ

ず
活
用
し
て
「
年
金
受
給
者
」
の
仲

間
入
り
を
し
て
く
だ
さ
い
。

“35歳は年金の曲り角”

　ほかの公的年金に全く加入せず、35歳

以上になった人は、これから加入して保

険料を納めても老齢年金が受けられませ

　加入もれの人は
　　　　　　すぐ手続きを！

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

あなたσ）生年月日

昭金圭る
和にで年
36加に数
年入保で
4し険す
月て料o
かいを
r）れ納

国ばめ
民60ら
年歳れ

老うトす期
齢け記＿間
年るの厚か
金た期生ふ
まめ問年く
たに保金ま
はは険・れ
通60料共て
算歳納済い
老ま付組て
齢でか合も
年に必のよ
金最要加い
を低で入）

昭期済年ら
和間組金れ
53保合まま
年険もたせ
4料ふはノ惚

月納く通
ま付む算
で＿）老
に厚か齢
最生な年
低年い金
卜金とか
記・老う
の共齢け

②保老
の険齢
期料年
間　を金
だ納額
け　め

国た
民は
年あ
金い
に　の

③保老
び）険齢

期料年
間を金
た納額
け　め

国た
民ば
年あ
金い
に　の

こ特納う
び）にめけ

年ドたら
齢記だれ
にのけま
該期てす
当間《）。

す保’
る険年
人料傘
はをか

⑦め金
のな額
期か
間　、，

し

　た
か
保ば
険あ
料いを
　の
納 年

明44。4．2～明45・4。1 10年 10年 10年 287，100円 287，100円 4年1月 74，300円

明45．4．2～大2。4．1 11 10 10 298，300 271，200 5年1月 92，500

大2．4．2～大3、4．1 12 10 10 309，500 257，900 6年1月 110，700

大3．4．2～大4，4。1 13 10 10 320，700 246，700 7年1月 129，000

大4．4．2～大5．4。1 14 10 10 331，900 237，100 7年1月 129，000

大5．4．2～大6。4，1 15

16

11

12

11

12

343，100

354，300

251，600

265，700
⑨

大6．4。2～大7．4．1

大7．4．2～大8．4．1 17 13 13 365，500 279，500
③欄び珪うに厚生年金など
の期間があ一ノたときの国民

大8．4．2～大9．4．1 18 14 13 376，700 293，000 年金の通算老齢年金てす．

大9．4．2～大10，4．1

大10．4．2～大11．4．1

19

20

15

16

13

13

387，900

399，100

306，200

319，300

国民年金に
保険料を納
めた期間

そσ）ときうけ

られる年金額

大11．4．2～大12．4・1 21 17 13 410，300 332，200 1年 18，200円

大12．4．2～大13．4．1 22 18 13 421，500 344，900 2 36，400

大13．4．2～大14．4．1 23 19 13 432，700 357，500 3 54，600

大14．4．2～大15．4．1 24 20 13 443，900 369，900 4 72，800

大15．4．2～昭2．4．1 25 21 13 455，100 382，300 5 91，000

昭2．4．2～昭3。4。1 26 22 13 473，300 400，500 6 109，200

昭3。4．2～昭4．4，1 27 23 13 491，500 418，700 7 127，400

昭4．4．2～昭5。4。1 28 24 13 509，700 4．36，900 8 145，600

昭5．4．2～昭6．4．1 29 25 13 528，000 455，100 9 163，800

昭6．4．2～昭7．4．1 30 25 12 546，200 455，100 10 182，100

昭7．4．2～昭8．4．1 31 25 11 564，400 455，100 11 200，300曙1：1：1一曙1：1：lll　l言　II房・・…菊・；1・・11…i致こ累轍轡響父㌶、罫袋
（注）なお・③・④欄の年数は・厚幽三金や共済組合に加入していた期間もふくみます・ただし昭和i駅年金＿加人する手続をしましょう．

5年4月1日までに生まれた人は、昭和36年4月1日かr）の期間にかぎります。　　　　　　　　し．＿一．．＿＿．．。．．．＿一、．、＿＿．．．．＿一、．．、．＿
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（5）

、

保
険
料
を
納
め
な
く
て
も
う
け
ら
れ
る

の
が
福
祉
年
金
・
全
額
国
庫
負
担
で
す
。

制
度
発
足
当
時
す
で
に
老
齢
・
障
害
・

母
子
な
ど
の
状
態
に
あ
っ
た
方
が
対
象

で
す
。

　
拠
出
制
の
年
金
が
は
じ
ま
っ
た
昭

和
三
十
六
年
四
月
一
日
に
す
で
に
歳

を
と
り
、
拠
出
年
金
に
加
入
で
き
な

い
人
や
、
せ
っ
か
く
加
入
し
て
も
期

間
が
短
く
、
拠
出
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
人
の
た
め
に
福
祉
年
金
制
度
が

あ
り
ま
す
。

■
老
齢
福
祉
年
金
…
明
治
四
十
四
年

四
月
一
目
以
前
生
ま
れ
で
国
民
年
金

に
加
入
し
な
か
っ
た
人
が
七
十
歳
に

な
っ
た
と
き
。

■
障
害
福
祉
年
金
…
①
二
十
歳
ま
た

は
昭
和
三
十
六
年
一
、
一
月
三
十
】
日
以

前
に
初
め
て
医
師
の
診
断
を
受
け
た

傷
病
に
よ
り
国
民
年
金
法
に
定
め
る

障
害
者
に
な
っ
た
と
き
．
②
明
治
四

十
四
年
四
月
一
日
以
前
の
生
ま
れ
で

七
十
歳
未
満
で
国
民
年
金
法
に
定
め

る
障
害
者
に
な
っ
た
と
き
。
③
国
民

年
金
に
加
入
し
て
、
一
年
未
満
で
、

国
民
年
金
法
に
定
め
る
障
害
者
に
な

っ
た
と
き
で
未
納
が
な
い
と
き
。

■
母
子
福
祉
年
金
…
国
民
年
金
に
加

入
し
て
一
年
未
満
の
妻
が
夫
と
死
別

し
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
二
日
以
降

に
生
ま
れ
た
子
、
ま
た
は
二
十
歳
未

満
で
国
民
年
金
法
に
定
め
る
障
害
の

子
が
残
さ
れ
た
と
き
。

※
福
祉
年
金
は
つ
ぎ
の
ど
れ
か
に
該

当
す
る
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

●
本
人
が
厚
生
年
金
等
の
一
般
年
金

を
三
十
七
万
円
以
上
受
け
て
い
る
と

国
国
囲
囹
圃
園
團

き
●
少
佐
以
上
の
人
の
戦
死
で
公
務

扶
助
料
を
受
け
て
い
る
と
き
●
本
人

の
前
年
の
所
得
や
配
偶
者
、
扶
養
義

務
者
の
前
年
の
所
得
が
支
給
停
止
の

限
度
額
を
超
え
た
と
き
．

老
齢
福
祉
年
金
の
請
求
は

　
明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
以
前
生

ま
れ
の
人
で
、
国
民
年
金
、
厚
生
年

金
、
恩
給
等
の
年
金
を
受
給
し
て
い

な
い
人
は
、
七
十
歳
に
達
し
た
翌
月

福祉年金月額表

　　　　（53年8月改正

か
ら
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
資
格
が

で
き
ま
す
か
ら
、
裁
定
請
求
の
申
し

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
受
付
は
、
本
人
が
七
十
歳
に
達
し

た
月
か
ら
と
な
り
ま
す
が
、
国
民
年

金
係
で
は
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
に
通
知
を
さ
し
あ
げ
て
い
ま
す
。

●
裁
定
請
求
に
必
要
な
も
の
…
印
鑑
、

住
民
票
謄
本
、
所
得
状
況
調
べ
等

障
害
者
で
す
が
…

㊨
三
十
歳
の
男
子
で
す
。
十
六
年
前

に
大
ケ
ガ
を
し
て
、
せ
き
髄
カ
リ
エ

ス
に
な
り
、
二
級
の
身
体
障
害
者
手

帳
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
国
民
年
金
に
は
未
加
入
で
も
、
障

害
福
祉
年
金
が
も
ら
え
ま
す
か
。

㊨
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
人

で
も
、
国
民
年
金
が
始
ま
っ
た
昭
和

三
十
六
年
四
月
前
、
ま
た
は
二
十
歳

に
な
る
前
に
お
き
た
傷
病
に
よ
る
障

害
の
あ
る
人
、
あ
る
い
は
、
明
治
四

福祉年金の

　支払期日が変りました

撫
講

象
b

　
　
　
　
　
に

齢
㊨

昭和53年12月11日以降
　（8月分～11月分）

昭和54年4月11日以降
　（12月分～3月分）

昭和54年8月11日以降
　（4月分～7月分）

1、箭瞬麟濃孚希望により’1
　　　　　　　　　翫副

15，000円→16，500円老齢福祉年金

22，500円→24，800円

15，000円→16，500円

19，500円→21，500円

21，500円→23，500円

障害福祉年金

　1級障害
　2級障害
母子（準母子》福祉年金

　子ども1人

子ども2人

搏

十
四
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た

人
の
場
合
に
は
、
障
害
福
祉
年
金
の

支
給
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
あ
な
た
の
場
合
は
、
ケ
ガ
を
し
た

の
が
昭
和
三
十
六
年
よ
り
前
で
す
か

ら
、
こ
の
要
件
に
該
当
し
ま
す
。

　
ま
た
、
そ
の
当
時
二
十
歳
未
満
で

す
か
ら
、
か
り
に
三
十
六
年
以
降
の

と
き
で
も
、
二
＋
歳
未
満
の
傷
病
で

あ
れ
ば
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

金加入は正しいか
こ年金に制度発足当時から加入していまし

｛から会社に勤めて厚生年金に加入しまし

≧に加入していれば、将来年金をもド）うと

方とも保険料を納めていますが、か

ようか。

）被保険者が、厚生年金に加入したときに

動民年金の被保険者でなくなりますので、

、てもその期間の年金の支給は受けられま

ヒは1人1－）の年金しか加入できません。

｝は、市民課国民年金係の窓口に「国民年

格喪失届」と厚生年金の記号番号（厚生

ミ者証）を提示しないと被保険者名簿から

1ができません。二重に加入した期間に納

k払い戻されますか‘）、還付の請求をして

三年金等に加入した場合は、すみゃかに夷

：が大切です。また、厚生年金の被保険者

｝合は、国民年金の加入手続きをしなけれ

三金にも加入していない空白の期間ができ

に加入していないが将来
らえますか
年金にも加入していませんが、70歳にな

金の支給を受けることができますか。

加入していなくても、70歳になれば月額

福祉年金の支給をうけられると思ってい

ですが、そうではありません。加入して

齢福祉年金の支給をうけられるのは、明

以前に生まれた人だけで、明治44年4月

れた人の場合には、国民年金に加入して

老齢福祉年金の支給は受けられません。

入者の場合、ことし7月から55年6月の

、特例納付制度がありますので、受給資

で、1ヵ月4，000円の割で保険料を納め

の年金権を復活できます。

1こついて
期がくればだまっていても、自動的に支

なりますか。

りません。どこの町でもあなたは年金を

きていますよというような個別的、個人

さいありません。しかし、十日町市をは

村では、忘れている人がいたら大変だと

らかじめ、通知を出していますが、社会

きをしなさいということはありません。

けるには、それを受ける条件ができたと

が書類を出して手続きをし（裁定請求と

が、認められなければ支給は開始されま

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ひ
と
つ
の
要

件
が
該
当
し
て
い
れ
ば
、
障
害
福
祉

年
金
の
請
求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
二
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
も

っ
て
い
て
も
、
た
だ
ち
に
障
害
福
祉

年
金
に
該
当
す
る
と
は
断
定
で
き
ま

せ
ん
が
、
福
祉
法
の
一
・
二
級
と
国

民
年
金
の
一
級
と
は
同
じ
程
度
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
支
給
を

う
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

◎

鎌
麗
欝
騰
蕪
鰻
鞭
嚇
盤
灘
購
凝
論
畿
禦
難
㈱
講
鷺

わ
解
鋪
論
縣
瓢
織
朧
膿
羅
灘
議
欝
雑
㎜
繧
矯
蹴
繍
鰹
懸
鄭
糠
臨
野
瞭
謙
楓
螂
講
灘
潔

は待っていてもこないというわけです。大変に不

ころがありますが、長い間、時が経過していくな

々には移り住んだり、異動があったりして変化も

ないのです。

ひとりひとりを確実に掌握していくのは、社会保

しても不可能なことで、その不便さはしかたない

も知れません。裁定請求は5年で無効になります

、年金を受ける資格ができているにもかかわらず

手続きもしないでほったβ）かして5年問経過して

と年金を受ける権利を失ってしまうのです。

年
金
移
動
相
談

　
　
（
四
日
町
市
営
住
宅
）
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、
へ
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［生年金

どはつながります

’
じ

厚
な
縫
牌
爺
貯

と
が
短
い
た
め
・
い
ず

金　
　
　
　
　
れ
の
制
度
か
ら
も
老

　
　
　
　
　
齢
年
金
や
退
職
年
金

年　
　
　
　
　
が
受
け
ら
れ
な
い
場

　
　
　
　
　
合
、
各
制
度
の
加
人

民　　
　
　
　
期
間
を
通
算
し
て
一

国　
　
　
　
　
定
の
期
間
が
あ
る
と

　
　
　
　
　
き
に
支
給
さ
れ
る
年

　
＼
ワ
↑
㌧
ワ
↑
～
～
～
～
う
↑
～
～
～
＾

　
　
　
忘
　
c
　
　
金
　
　
　
う

　
　
　
ま
う
　
　
　
　
E
－
　
　
　
よ

》
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ー

通算老齢年金

　　　　　　　　　　　　　《11月～12月
テレビでも
　放映しています・11月1旧（土）
　　　　　　　　　　　　国民年金び）保険料

　　　　　　　　　　　　れずに納めましょ
　　ひ桧1鍛庁提供　　　　　■11月18日（土）

　　NST新潟総合テレビ　　　　　大丈夫ですか？
　　’卜前7時15分一7時半
　　「きようの健康　　　　　　　　　　あなたの

　　　あすの年金J　　　　■11月25日（土）

　　　　　　　　　　　　　年金の施設を

　　　　　　　　　　　　　　　利用しまし

ら
年
金
か
受
け
ら

年
金
も
し
く
は
厚
生
年
金
に
一
年
以

上
加
入
し
た
場
合
は
通
算
年
金
が
受

け
ら
れ
ま
す
、

　
主
人
に
年
金
か
あ
り
て
、
私
に
は

年
金
が
な
い
の
で
す
か
？
私
が
万
一

ケ
ガ
を
し
た
と
き
、
ど
こ
か
ら
も
保

障
さ
れ
な
い
と
聞
き
不
安
に
思
っ
て

い
ま
す
。
私
に
も
将
来
年
金
を
受
け

ら
れ
る
方
法
は
な
い
の
で
す
か
．
等

の
話
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
国
民
年
金
は
、
厚
生
年
金
な
ど
の

公
的
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
人
た

　
金
で
す
。

年
金
が
受
け
ら

　
れ
る
の
は
ー
ー

　
①
国
民
年
金
の

　
加
入
期
間
を
含

　
む
と
き
。
通
算

　
二
十
互
年
以
上
、

　
②
国
民
年
金
の

　
加
人
期
間
を
含

　
ま
な
い
と
き
．

　
通
算
二
十
年
以

　
上
。

　
③
他
の
制
度
か

れ
る
と
き
。
国
民

　
年
金
が
受
け
ら
れ
る
年
齢

厚
生
年
金
…
退
職
し
て
い
る
と
き
は

六
十
歳
（
女
子
は
五
十
五
歳
）
か
ら
、

在
職
し
て
い
る
と
き
は
六
十
五
歳
か

ら
（
た
だ
し
標
準
報
酬
月
額
十
四
万

二
千
円
以
上
の
と
き
は
八
割
支
給
、

未
満
の
と
き
は
全
額
支
給
）

国
民
年
金
ー
六
十
互
歳
か
ら
（
繰
上

け
支
給
あ
り
）

　
通
算
で
き
る
期
間

　
各
制
度
・
て
れ
ぞ
れ
一
年
以
上
必
要

て
す
、
、
加
入
期
間
は
昭
和
三
十
六
年

四
月
一
日
以
後
で
計
算
し
ま
す

　
通
算
老
齢
年
金
は
、
国
民
年
金
と

他
の
制
度
へ
の
加
入
あ
る
い
は
喪
失

し
た
と
き
な
ど
き
ち
ん
と
届
出
を
し

て
お
く
こ
と
が
大
切
－
．
曳
す
、

ち
の
年
金
制
度
で
す
か
ら
、
一
、

十
歳
か

ら
圧
十
九
歳
主
で
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

奥
さ
ん
も
希
望
す
れ
ば
加
人
で
き
ま
す
．

　
ま
た
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん

だ
け
の
特
典
と
し
て
、
ご
主
人
が
厚

生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い

た
期
間
も
「
カ
ラ
期
間
」
と
し
て
受

給
資
格
期
間
に
通
算
さ
れ
、
た
い
へ

ん
有
利
に
な
っ
て
い
ま
す
．

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん
も
年
金
を

（夫）厚生年金加入

（妻）

嘉顛一商一「露F金加入

15年

1配偶者期置

尾一一旧年一
L＿一＿＿一＿＿＿一

（例1）　国民年金から15年分び）

通算老齢年金が支給されます。

（夫）厚生年金加入

腱　（妻）結婚

圏輩
ドー7年→ドー

（例2）　国正

通算老齢年く

年分σ）通算う

ます。ただし

手当金を受1

年間は対象1

民年金加入‡

穿退職

菰圏・8年→k・一一10年一→1

民年金から10年分び）

金と厚生年金から7

老齢年金が支給され

、、厚生年金から脱退

けているときは、7
になりませんかド）国

期間が17年必要です。

特
例
納
付
制
度
を

　
ご
存
知
で
す
か

　
国
民
年
金
に
当
然
加
入
し
な
け
れ

は
な
ら
な
か
っ
た
方
で
、
時
効
で
お

さ
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
期

問
の
あ
る
方
、
あ
る
い
は
当
初
か
ら

加
入
し
て
い
な
か
っ
た
方
に
つ
い
イ
＼

特
例
的
に
過
去
の
保
険
料
を
お
さ
め

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
、？

・が
す・

饗　
　
丁

　
　
つ

　
　
陸

　
　
冷

ミ
　
　
　
む

　
や灘鑑覇

》
、

　　　　　　　　　　轟　　　　　　灘嬢難勲年金額表

◆
対
象
者
…
明
治
四
＋
四
年
四
月
二

日
生
ま
れ
以
降
の
加
入
被
保
険
者

《
六
十
歳
以
上
の
人
で
老
齢
（
通
老
）

年
金
受
給
者
は
除
く
》

◆
実
施
期
間
…
昭
和
五
十
三
年
七
月

一
日
～
昭
和
五
十
五
年
六
月
三
十
日

ま
’
．
㌧
、

◆
特
例
保
険
料
・
三
ヵ
月
四
千
円

　
こ
の
特
例
納
付
制
度
は
、
今
回
が

最
後
で
す
．
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
さ

ず
活
用
し
て
「
年
金
受
給
者
」
の
仲

間
入
り
を
し
て
く
だ
さ
い
。

“35歳は年金の曲り角”

　ほかの公的年金に全く加入せず、35歳

以上になった人は、これから加入して保

険料を納めても老齢年金が受けられませ

　加入もれの人は
　　　　　　すぐ手続きを！

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

あなたσ）生年月日

昭金圭る
和にで年
36加に数
年入保で
4し険す
月て料o
かいを
r）れ納

国ばめ
民60ら
年歳れ

老うトす期
齢け記＿間
年るの厚か
金た期生ふ
まめ問年く
たに保金ま
はは険・れ
通60料共て
算歳納済い
老ま付組て
齢でか合も
年に必のよ
金最要加い
を低で入）

昭期済年ら
和間組金れ
53保合まま
年険もたせ
4料ふはノ惚

月納く通
ま付む算
で＿）老
に厚か齢
最生な年
低年い金
卜金とか
記・老う
の共齢け

②保老
の険齢
期料年
間　を金
だ納額
け　め

国た
民は
年あ
金い
に　の

③保老
び）険齢

期料年
間を金
た納額
け　め

国た
民ば
年あ
金い
に　の

こ特納う
び）にめけ

年ドたら
齢記だれ
にのけま
該期てす
当間《）。

す保’
る険年
人料傘
はをか

⑦め金
のな額
期か
間　、，

し

　た
か
保ば
険あ
料いを
　の
納 年

明44。4．2～明45・4。1 10年 10年 10年 287，100円 287，100円 4年1月 74，300円

明45．4．2～大2。4．1 11 10 10 298，300 271，200 5年1月 92，500

大2．4．2～大3、4．1 12 10 10 309，500 257，900 6年1月 110，700

大3．4．2～大4，4。1 13 10 10 320，700 246，700 7年1月 129，000

大4．4．2～大5．4。1 14 10 10 331，900 237，100 7年1月 129，000

大5．4．2～大6。4，1 15

16

11

12

11

12

343，100

354，300

251，600

265，700
⑨

大6．4。2～大7．4．1

大7．4．2～大8．4．1 17 13 13 365，500 279，500
③欄び珪うに厚生年金など
の期間があ一ノたときの国民

大8．4．2～大9．4．1 18 14 13 376，700 293，000 年金の通算老齢年金てす．

大9．4．2～大10，4．1

大10．4．2～大11．4．1

19

20

15

16

13

13

387，900

399，100

306，200

319，300

国民年金に
保険料を納
めた期間

そσ）ときうけ

られる年金額

大11．4．2～大12．4・1 21 17 13 410，300 332，200 1年 18，200円

大12．4．2～大13．4．1 22 18 13 421，500 344，900 2 36，400

大13．4．2～大14．4．1 23 19 13 432，700 357，500 3 54，600

大14．4．2～大15．4．1 24 20 13 443，900 369，900 4 72，800

大15．4．2～昭2．4．1 25 21 13 455，100 382，300 5 91，000

昭2．4．2～昭3。4。1 26 22 13 473，300 400，500 6 109，200

昭3。4．2～昭4．4，1 27 23 13 491，500 418，700 7 127，400

昭4．4．2～昭5。4。1 28 24 13 509，700 4．36，900 8 145，600

昭5．4．2～昭6．4．1 29 25 13 528，000 455，100 9 163，800

昭6．4．2～昭7．4．1 30 25 12 546，200 455，100 10 182，100

昭7．4．2～昭8．4．1 31 25 11 564，400 455，100 11 200，300曙1：1：1一曙1：1：lll　l言　II房・・…菊・；1・・11…i致こ累轍轡響父㌶、罫袋
（注）なお・③・④欄の年数は・厚幽三金や共済組合に加入していた期間もふくみます・ただし昭和i駅年金＿加人する手続をしましょう．

5年4月1日までに生まれた人は、昭和36年4月1日かr）の期間にかぎります。　　　　　　　　し．＿一．．＿＿．．。．．．＿一、．、＿＿．．．．＿一、．．、．＿

（第3種郵便物認可）昭和53年l　I月10日とお”93
（5）

、

保
険
料
を
納
め
な
く
て
も
う
け
ら
れ
る

の
が
福
祉
年
金
・
全
額
国
庫
負
担
で
す
。

制
度
発
足
当
時
す
で
に
老
齢
・
障
害
・

母
子
な
ど
の
状
態
に
あ
っ
た
方
が
対
象

で
す
。

　
拠
出
制
の
年
金
が
は
じ
ま
っ
た
昭

和
三
十
六
年
四
月
一
日
に
す
で
に
歳

を
と
り
、
拠
出
年
金
に
加
入
で
き
な

い
人
や
、
せ
っ
か
く
加
入
し
て
も
期

間
が
短
く
、
拠
出
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
人
の
た
め
に
福
祉
年
金
制
度
が

あ
り
ま
す
。

■
老
齢
福
祉
年
金
…
明
治
四
十
四
年

四
月
一
目
以
前
生
ま
れ
で
国
民
年
金

に
加
入
し
な
か
っ
た
人
が
七
十
歳
に

な
っ
た
と
き
。

■
障
害
福
祉
年
金
…
①
二
十
歳
ま
た

は
昭
和
三
十
六
年
一
、
一
月
三
十
】
日
以

前
に
初
め
て
医
師
の
診
断
を
受
け
た

傷
病
に
よ
り
国
民
年
金
法
に
定
め
る

障
害
者
に
な
っ
た
と
き
．
②
明
治
四

十
四
年
四
月
一
日
以
前
の
生
ま
れ
で

七
十
歳
未
満
で
国
民
年
金
法
に
定
め

る
障
害
者
に
な
っ
た
と
き
。
③
国
民

年
金
に
加
入
し
て
、
一
年
未
満
で
、

国
民
年
金
法
に
定
め
る
障
害
者
に
な

っ
た
と
き
で
未
納
が
な
い
と
き
。

■
母
子
福
祉
年
金
…
国
民
年
金
に
加

入
し
て
一
年
未
満
の
妻
が
夫
と
死
別

し
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
二
日
以
降

に
生
ま
れ
た
子
、
ま
た
は
二
十
歳
未

満
で
国
民
年
金
法
に
定
め
る
障
害
の

子
が
残
さ
れ
た
と
き
。

※
福
祉
年
金
は
つ
ぎ
の
ど
れ
か
に
該

当
す
る
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

●
本
人
が
厚
生
年
金
等
の
一
般
年
金

を
三
十
七
万
円
以
上
受
け
て
い
る
と

国
国
囲
囹
圃
園
團

き
●
少
佐
以
上
の
人
の
戦
死
で
公
務

扶
助
料
を
受
け
て
い
る
と
き
●
本
人

の
前
年
の
所
得
や
配
偶
者
、
扶
養
義

務
者
の
前
年
の
所
得
が
支
給
停
止
の

限
度
額
を
超
え
た
と
き
．

老
齢
福
祉
年
金
の
請
求
は

　
明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
以
前
生

ま
れ
の
人
で
、
国
民
年
金
、
厚
生
年

金
、
恩
給
等
の
年
金
を
受
給
し
て
い

な
い
人
は
、
七
十
歳
に
達
し
た
翌
月

福祉年金月額表

　　　　（53年8月改正

か
ら
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
資
格
が

で
き
ま
す
か
ら
、
裁
定
請
求
の
申
し

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
受
付
は
、
本
人
が
七
十
歳
に
達
し

た
月
か
ら
と
な
り
ま
す
が
、
国
民
年

金
係
で
は
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
に
通
知
を
さ
し
あ
げ
て
い
ま
す
。

●
裁
定
請
求
に
必
要
な
も
の
…
印
鑑
、

住
民
票
謄
本
、
所
得
状
況
調
べ
等

障
害
者
で
す
が
…

㊨
三
十
歳
の
男
子
で
す
。
十
六
年
前

に
大
ケ
ガ
を
し
て
、
せ
き
髄
カ
リ
エ

ス
に
な
り
、
二
級
の
身
体
障
害
者
手

帳
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
国
民
年
金
に
は
未
加
入
で
も
、
障

害
福
祉
年
金
が
も
ら
え
ま
す
か
。

㊨
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
人

で
も
、
国
民
年
金
が
始
ま
っ
た
昭
和

三
十
六
年
四
月
前
、
ま
た
は
二
十
歳

に
な
る
前
に
お
き
た
傷
病
に
よ
る
障

害
の
あ
る
人
、
あ
る
い
は
、
明
治
四

福祉年金の

　支払期日が変りました

撫
講

象
b

　
　
　
　
　
に

齢
㊨

昭和53年12月11日以降
　（8月分～11月分）

昭和54年4月11日以降
　（12月分～3月分）

昭和54年8月11日以降
　（4月分～7月分）

1、箭瞬麟濃孚希望により’1
　　　　　　　　　翫副

15，000円→16，500円老齢福祉年金

22，500円→24，800円

15，000円→16，500円

19，500円→21，500円

21，500円→23，500円

障害福祉年金

　1級障害
　2級障害
母子（準母子》福祉年金

　子ども1人

子ども2人

搏

十
四
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た

人
の
場
合
に
は
、
障
害
福
祉
年
金
の

支
給
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
あ
な
た
の
場
合
は
、
ケ
ガ
を
し
た

の
が
昭
和
三
十
六
年
よ
り
前
で
す
か

ら
、
こ
の
要
件
に
該
当
し
ま
す
。

　
ま
た
、
そ
の
当
時
二
十
歳
未
満
で

す
か
ら
、
か
り
に
三
十
六
年
以
降
の

と
き
で
も
、
二
＋
歳
未
満
の
傷
病
で

あ
れ
ば
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

金加入は正しいか
こ年金に制度発足当時から加入していまし

｛から会社に勤めて厚生年金に加入しまし

≧に加入していれば、将来年金をもド）うと

方とも保険料を納めていますが、か

ようか。

）被保険者が、厚生年金に加入したときに

動民年金の被保険者でなくなりますので、

、てもその期間の年金の支給は受けられま

ヒは1人1－）の年金しか加入できません。

｝は、市民課国民年金係の窓口に「国民年

格喪失届」と厚生年金の記号番号（厚生

ミ者証）を提示しないと被保険者名簿から

1ができません。二重に加入した期間に納

k払い戻されますか‘）、還付の請求をして

三年金等に加入した場合は、すみゃかに夷

：が大切です。また、厚生年金の被保険者

｝合は、国民年金の加入手続きをしなけれ

三金にも加入していない空白の期間ができ

に加入していないが将来
らえますか
年金にも加入していませんが、70歳にな

金の支給を受けることができますか。

加入していなくても、70歳になれば月額

福祉年金の支給をうけられると思ってい

ですが、そうではありません。加入して

齢福祉年金の支給をうけられるのは、明

以前に生まれた人だけで、明治44年4月

れた人の場合には、国民年金に加入して

老齢福祉年金の支給は受けられません。

入者の場合、ことし7月から55年6月の

、特例納付制度がありますので、受給資

で、1ヵ月4，000円の割で保険料を納め

の年金権を復活できます。

1こついて
期がくればだまっていても、自動的に支

なりますか。

りません。どこの町でもあなたは年金を

きていますよというような個別的、個人

さいありません。しかし、十日町市をは

村では、忘れている人がいたら大変だと

らかじめ、通知を出していますが、社会

きをしなさいということはありません。

けるには、それを受ける条件ができたと

が書類を出して手続きをし（裁定請求と

が、認められなければ支給は開始されま

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ひ
と
つ
の
要

件
が
該
当
し
て
い
れ
ば
、
障
害
福
祉

年
金
の
請
求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
二
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
も

っ
て
い
て
も
、
た
だ
ち
に
障
害
福
祉

年
金
に
該
当
す
る
と
は
断
定
で
き
ま

せ
ん
が
、
福
祉
法
の
一
・
二
級
と
国

民
年
金
の
一
級
と
は
同
じ
程
度
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
支
給
を

う
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

◎

鎌
麗
欝
騰
蕪
鰻
鞭
嚇
盤
灘
購
凝
論
畿
禦
難
㈱
講
鷺

わ
解
鋪
論
縣
瓢
織
朧
膿
羅
灘
議
欝
雑
㎜
繧
矯
蹴
繍
鰹
懸
鄭
糠
臨
野
瞭
謙
楓
螂
講
灘
潔

は待っていてもこないというわけです。大変に不

ころがありますが、長い間、時が経過していくな

々には移り住んだり、異動があったりして変化も

ないのです。

ひとりひとりを確実に掌握していくのは、社会保

しても不可能なことで、その不便さはしかたない

も知れません。裁定請求は5年で無効になります

、年金を受ける資格ができているにもかかわらず

手続きもしないでほったβ）かして5年問経過して

と年金を受ける権利を失ってしまうのです。

年
金
移
動
相
談

　
　
（
四
日
町
市
営
住
宅
）



O
内
眠

（6）とお∬』露3（第3種郵便物認可）昭和53年H月10日

米
の
消
費
拡
大
を

　
　
　
　
　
　
13
団
体
で
推
進
会
議
を
結
成

　
　
　
十
月
二
十
七
日
、
米
の
消
費
拡
大
を
は
か
ろ
う
と
「
十
日
町

　
　
市
米
消
費
拡
大
推
進
会
議
」
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
推
進

　
　
会
議
は
、
食
糧
事
務
所
十
日
町
支
所
、
中
魚
沼
農
業
改
良
普
及

　
　
所
、
十
日
町
市
、
十
日
町
市
農
業
協
同
組
合
、
地
区
栄
養
士
会
、

　
　
市
婦
人
会
連
絡
協
議
会
、
消
費
者
協
会
、
米
穀
商
業
協
同
組
合

　
　
な
ど
の
官
民
十
三
団
体
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
事
務
局
は
市

　
　
農
協
開
発
課
に
置
き
、
今
ま
で
各
団
体
が
独
自
で
実
施
し
て
い

　
　
た
米
消
費
拡
大
運
動
を
と
り
ま
と
め
、
横
の
連
絡
を
密
に
し
な

　
　
が
ら
運
動
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
同
推
進
会
議
の
会
長
に
は
、
十
日

町
市
農
協
組
合
長
の
竹
内
茂
さ
ん
が

あ
た
り
、
具
体
的
な
消
費
拡
大
運
動

と
し
て
は
、
一
、
米
消
費
拡
大
運
動

の
輪
の
拡
大
　
二
、
学
校
給
食
に
お

け
る
米
飯
給
食
の
拡
大
　
三
、
米
に

対
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
　
四
、

「
米
祭
り
」
等
の
開
催
　
五
、
消
費

者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
　
六
、
米
の
用

途
拡
大
　
七
、
良
質
米
の
生
産
奨
励

な
ど
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
た
め
に
、
ω
展
示
会
、

講
演
会
、
米
料
理
講
習
会
、
研
修
会

を
開
催
し
、
回
新
聞
、
ポ
ス
タ
ー
、

各
団
体
の
広
報
紙
、
機
関
紙
な
ど
通

じ
て
の
P
R
活
動
　
の
う
ま
い
米
づ

く
り
の
推
進
　
目
学
校
教
育
、
社

会
教
育
の
場
で
の
目
常
活
動
　
困

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
が
実
施
さ
れ

ま
す
。

　
農
家
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
米
づ

く
り
に
取
り
く
む
た
め
に
も
、
米
の

消
費
拡
大
が
望
ま
れ
ま
す
。

受
付
期
間
を
延
長

　
　
　
◆
中
小
企
業
者

　
　
　
　
　
　
　
住
宅
資
金
◆

　
県
で
は
、
昭
和
五
十
三
年
度
の
中

小
企
業
従
業
者
住
宅
資
金
の
貸
付
け

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
資
金
わ
く
に

余
裕
が
あ
る
た
め
、
受
付
期
間
を
昭

和
五
卜
四
年
三
月
十
五
日
ま
で
延
長

し
ま
し
た
．
希
望
者
は
早
め
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

貸
付
対
象
者
　
県
内
の
中
小
企
業
に

働
い
て
い
る
勤
労
者
で
、
自
分
で
住

む
た
め
の
住
宅
を
新
築
・
増
改
築
・

購
入
し
よ
う
と
す
る
人
。

貸
付
条
件
　
●
貸
付
金
額
　
三
十
万

円
以
上
十
万
円
単
位
で
二
百
万
円
ま

で
　
●
利
率
　
年
六
・
五
％
●
償

還
方
法
　
十
年
以
内
の
元
金
均
等
月

賦
償
還
（
ボ
ー
ナ
ス
時
増
額
返
済
も

可
能
）

取
扱
金
融
機
関
　
第
四
銀
行
、
北
越

銀
行
、
新
潟
相
互
銀
行
（
各
銀
行
と

も
融
資
わ
く
を
消
化
し
た
場
合
は
、

受
付
を
停
止
し
ま
す
）

　
詳
し
く
は
、
市
・
商
工
課
（
8
七

⊥
三
一
一
内
線
二
四
三
）
へ
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。

上
郷
地
区
の
電
話
が

自
動
化
に

　
津
南
町
上
郷
地
区
の
電
話
が
、
十

一
月
十
六
日
（
木
）
の
午
後
二
時
か
ら

ダ
イ
ヤ
ル
式
に
切
り
替
わ
り
ま
す
．

　
こ
れ
に
よ
り
、
電
話
番
号
な
ど
が

醐

欝

興

　
　
　
砺

　
3
．

』

＼

や候補者など

りゃ運動会な

、お葬式の香

・供花などを

法律違反にな

つ
ぎ
の
よ
う
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

o
局
名
が
宮
野
原
局
か
ら
津
南
局
に

な
り
、
市
外
局
番
が
〇
二
五
七
六
番

と
な
り
ま
す
。
o
市
内
局
番
「
六
」
が

つ
い
て
、
津
南
局
六
1
×
×
x
×
番

と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
十
六
日
の
午
後
二
時
前
後

は
ダ
イ
ヤ
ル
式
電
話
へ
の
切
り
替
え

作
業
中
で
す
か
ら
上
郷
地
区
へ
の
通

話
は
で
き
る
だ
け
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

ン
章
穆
穆
⑨
｝
聖
睾
童
章
穆
穆
量
童
童
睾
量
睾
穆
彦
9
｝
穆
婁
聖
童
聖
聖
童
聖
量
童
婁
量
童
穆
黛
｝
穆
穆
童
彦
婁
量
穆
童
穆
量
き
婁
婁
聖
彦
9
｝
き
婁

菊花鉢づくり初心者講習会

●と　き　11月18日／午後1時30分より

●ところ　十目町市公民館（B7－5011）

●講　師　秋香会会員

●会　費　無料

　◆土づくりから開花まで

　だれでもすてきな大輪を咲かせるこ

とがですます。
　　　　　　　◆◆◆◆・←←◆◆◆○◆◆◆◆・◆○◆◆◆◆◆◆◆◆・○◆◆◆◆◆4

健康な食事づくりを

　　　　　　■笹之沢で調理実習■

　10月25日、保健推進地区になっている笹之沢

び）服部又由さんのお宅で、健康食の調理実習が

ありました。

最初に保健婦から糖尿病や脳卒中をふせぐに

はどんな食事をとったら良いかを聞いたあと・

実習し、試食しました。キャベツのスープ煮、

チーズ入り納豆は特に好評で、材料もすぐ手に

入るし、すぐ家で作れると喜こばれていました。

パーキンソン病
　　特定治療対象疾患に追加
　新潟県では、特定疾患の治療について個人の

医療費の負担をすくなくするため、特定疾患治

療研究事業を進めています。

　このほどその一部が改められパーキンソン病

が特定疾患に追加され、治療研究期間の限度も

6ヵ月から1年になりました。

　申請手続は、十日町保健所（87－2400）です。

　　特定疾患治療研究対象疾患

1 スモン 11 節性動派周囲炎

2 ベーチエット病 12 潰瘍性大腸炎

3 重症筋無力症 13 大動脈炎症候群

4 全身性エリテマトーデス 14 ビュルガー病

5 多発性硬化症 15 天庖瘡

6 再生不良性貧血 16 脊髄小脳変性症

7 サルコイドージス 17 クローン病

8 鰻霊雛轡謬鴇息》 18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎

9 強雄・皮膚筋炎及ぴ多難筋炎 19 悪性関節リウマチ

10 特発性血小板減少性紫斑病 20 パーキンソン病

ヂ』一』一　政治家や候補者
圃瞳力、、選挙区内の人

　　　　　結婚のお祝いや団

　　　　　行の寄付や差し入

　　　　　することも禁止さ

　　　　　います。

工芸作品展入選者
第
二
）
「
飛
騨
の
秋
」
斎
木
文
夫

下
町
東
）

柳
清
一

の
フ
ァ

宮
）
　
「
組
紐
」

町
服
飾
専
門
学
校
）

「
組
紐
」

専
用
学
校
）

日
町
服
飾
専
門
学
校
）

上
村
道
子

川
義
一

が
ま
」
春
川
栄
録

黄
瀬
戸
花
生
」

町
）
コ
輪
差
」

じ←つしウつじ○つじ◆つし●鵬やつ

◆
最
優
秀
賞
　
該
当
作
品

な
し

◆
奨
励
賞
　
　
「
て
ま
り
」

宮
腰
吉
三
（
旭
ヶ
丘
）

　
「
和
紙
乾
漆
銘
々
皿
」
村

山
た
つ
（
高
田
町
二
）

　
「
桑
葉
文
様
花
器
」
和
田

潔
（
中
条
旭
町
）
　
「
耳
付

花
入
」
桑
原
晴
一
（
新
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮

　
　
◆
努
力
賞
「
清
津
紅
葉
」

（
北
新
田
第
一
）
　
「
空
と
山

ン
タ
ジ
ー
」
村
山
徳
夫
（
新

　
　
　
小
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臨焼物癖
寛
輸

、
“
・藤難

サ
～

の
騨
刻

　　～10月20日（金）夜8時の公民館本館～

■開館時間は　　　　　　　　　　　　　　　　体育の日・文化の日の翌日

米午前9時から午後10時までです。　　　　　来年末・年始（12月29日～1月3日）です

■休館日は　　　　　　　　　　　　　　　　■図書室は

　米毎週月曜日と　　　　　　　　　　　米火・木・金曜は、午前9時～午後6時
来次の祝日（成人の日・建国記念の目・　　　米水曜は、午前9時～午後8時30分

　春分の日・敬老の目・秋分の日・勤労　　　来土・日・祝日は、午前9時～午後5時

　感謝の日〉　　　　　　　　　　　　　　　に開館しています。

　来天皇誕生日・憲法記念日・こどもの日

フォークダンス同好会

1記念集豪実行委員会
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鶴
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米
の
消
費
拡
大
を

　
　
　
　
　
　
13
団
体
で
推
進
会
議
を
結
成

　
　
　
十
月
二
十
七
日
、
米
の
消
費
拡
大
を
は
か
ろ
う
と
「
十
日
町

　
　
市
米
消
費
拡
大
推
進
会
議
」
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
推
進

　
　
会
議
は
、
食
糧
事
務
所
十
日
町
支
所
、
中
魚
沼
農
業
改
良
普
及

　
　
所
、
十
日
町
市
、
十
日
町
市
農
業
協
同
組
合
、
地
区
栄
養
士
会
、

　
　
市
婦
人
会
連
絡
協
議
会
、
消
費
者
協
会
、
米
穀
商
業
協
同
組
合

　
　
な
ど
の
官
民
十
三
団
体
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
事
務
局
は
市

　
　
農
協
開
発
課
に
置
き
、
今
ま
で
各
団
体
が
独
自
で
実
施
し
て
い

　
　
た
米
消
費
拡
大
運
動
を
と
り
ま
と
め
、
横
の
連
絡
を
密
に
し
な

　
　
が
ら
運
動
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
同
推
進
会
議
の
会
長
に
は
、
十
日

町
市
農
協
組
合
長
の
竹
内
茂
さ
ん
が

あ
た
り
、
具
体
的
な
消
費
拡
大
運
動

と
し
て
は
、
一
、
米
消
費
拡
大
運
動

の
輪
の
拡
大
　
二
、
学
校
給
食
に
お

け
る
米
飯
給
食
の
拡
大
　
三
、
米
に

対
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
　
四
、

「
米
祭
り
」
等
の
開
催
　
五
、
消
費

者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
　
六
、
米
の
用

途
拡
大
　
七
、
良
質
米
の
生
産
奨
励

な
ど
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
た
め
に
、
ω
展
示
会
、

講
演
会
、
米
料
理
講
習
会
、
研
修
会

を
開
催
し
、
回
新
聞
、
ポ
ス
タ
ー
、

各
団
体
の
広
報
紙
、
機
関
紙
な
ど
通

じ
て
の
P
R
活
動
　
の
う
ま
い
米
づ

く
り
の
推
進
　
目
学
校
教
育
、
社

会
教
育
の
場
で
の
目
常
活
動
　
困

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
が
実
施
さ
れ

ま
す
。

　
農
家
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
米
づ

く
り
に
取
り
く
む
た
め
に
も
、
米
の

消
費
拡
大
が
望
ま
れ
ま
す
。

受
付
期
間
を
延
長

　
　
　
◆
中
小
企
業
者

　
　
　
　
　
　
　
住
宅
資
金
◆

　
県
で
は
、
昭
和
五
十
三
年
度
の
中

小
企
業
従
業
者
住
宅
資
金
の
貸
付
け

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
資
金
わ
く
に

余
裕
が
あ
る
た
め
、
受
付
期
間
を
昭

和
五
卜
四
年
三
月
十
五
日
ま
で
延
長

し
ま
し
た
．
希
望
者
は
早
め
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

貸
付
対
象
者
　
県
内
の
中
小
企
業
に

働
い
て
い
る
勤
労
者
で
、
自
分
で
住

む
た
め
の
住
宅
を
新
築
・
増
改
築
・

購
入
し
よ
う
と
す
る
人
。

貸
付
条
件
　
●
貸
付
金
額
　
三
十
万

円
以
上
十
万
円
単
位
で
二
百
万
円
ま

で
　
●
利
率
　
年
六
・
五
％
●
償

還
方
法
　
十
年
以
内
の
元
金
均
等
月

賦
償
還
（
ボ
ー
ナ
ス
時
増
額
返
済
も

可
能
）

取
扱
金
融
機
関
　
第
四
銀
行
、
北
越

銀
行
、
新
潟
相
互
銀
行
（
各
銀
行
と

も
融
資
わ
く
を
消
化
し
た
場
合
は
、

受
付
を
停
止
し
ま
す
）

　
詳
し
く
は
、
市
・
商
工
課
（
8
七

⊥
三
一
一
内
線
二
四
三
）
へ
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。

上
郷
地
区
の
電
話
が

自
動
化
に

　
津
南
町
上
郷
地
区
の
電
話
が
、
十

一
月
十
六
日
（
木
）
の
午
後
二
時
か
ら

ダ
イ
ヤ
ル
式
に
切
り
替
わ
り
ま
す
．

　
こ
れ
に
よ
り
、
電
話
番
号
な
ど
が

醐

欝

興

　
　
　
砺

　
3
．

』

＼

や候補者など

りゃ運動会な

、お葬式の香

・供花などを

法律違反にな

つ
ぎ
の
よ
う
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

o
局
名
が
宮
野
原
局
か
ら
津
南
局
に

な
り
、
市
外
局
番
が
〇
二
五
七
六
番

と
な
り
ま
す
。
o
市
内
局
番
「
六
」
が

つ
い
て
、
津
南
局
六
1
×
×
x
×
番

と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
十
六
日
の
午
後
二
時
前
後

は
ダ
イ
ヤ
ル
式
電
話
へ
の
切
り
替
え

作
業
中
で
す
か
ら
上
郷
地
区
へ
の
通

話
は
で
き
る
だ
け
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
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穆
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童
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量
童
婁
量
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穆
黛
｝
穆
穆
童
彦
婁
量
穆
童
穆
量
き
婁
婁
聖
彦
9
｝
き
婁

菊花鉢づくり初心者講習会

●と　き　11月18日／午後1時30分より

●ところ　十目町市公民館（B7－5011）

●講　師　秋香会会員

●会　費　無料

　◆土づくりから開花まで

　だれでもすてきな大輪を咲かせるこ

とがですます。
　　　　　　　◆◆◆◆・←←◆◆◆○◆◆◆◆・◆○◆◆◆◆◆◆◆◆・○◆◆◆◆◆4

健康な食事づくりを

　　　　　　■笹之沢で調理実習■

　10月25日、保健推進地区になっている笹之沢

び）服部又由さんのお宅で、健康食の調理実習が

ありました。

最初に保健婦から糖尿病や脳卒中をふせぐに

はどんな食事をとったら良いかを聞いたあと・

実習し、試食しました。キャベツのスープ煮、

チーズ入り納豆は特に好評で、材料もすぐ手に

入るし、すぐ家で作れると喜こばれていました。

パーキンソン病
　　特定治療対象疾患に追加
　新潟県では、特定疾患の治療について個人の

医療費の負担をすくなくするため、特定疾患治

療研究事業を進めています。

　このほどその一部が改められパーキンソン病

が特定疾患に追加され、治療研究期間の限度も

6ヵ月から1年になりました。

　申請手続は、十日町保健所（87－2400）です。

　　特定疾患治療研究対象疾患

1 スモン 11 節性動派周囲炎

2 ベーチエット病 12 潰瘍性大腸炎

3 重症筋無力症 13 大動脈炎症候群

4 全身性エリテマトーデス 14 ビュルガー病

5 多発性硬化症 15 天庖瘡

6 再生不良性貧血 16 脊髄小脳変性症

7 サルコイドージス 17 クローン病

8 鰻霊雛轡謬鴇息》 18 難治性の肝炎のうち劇症肝炎

9 強雄・皮膚筋炎及ぴ多難筋炎 19 悪性関節リウマチ

10 特発性血小板減少性紫斑病 20 パーキンソン病

ヂ』一』一　政治家や候補者
圃瞳力、、選挙区内の人

　　　　　結婚のお祝いや団

　　　　　行の寄付や差し入

　　　　　することも禁止さ

　　　　　います。
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騨
刻

　　～10月20日（金）夜8時の公民館本館～

■開館時間は　　　　　　　　　　　　　　　　体育の日・文化の日の翌日

米午前9時から午後10時までです。　　　　　来年末・年始（12月29日～1月3日）です

■休館日は　　　　　　　　　　　　　　　　■図書室は

　米毎週月曜日と　　　　　　　　　　　米火・木・金曜は、午前9時～午後6時
来次の祝日（成人の日・建国記念の目・　　　米水曜は、午前9時～午後8時30分

　春分の日・敬老の目・秋分の日・勤労　　　来土・日・祝日は、午前9時～午後5時

　感謝の日〉　　　　　　　　　　　　　　　に開館しています。

　来天皇誕生日・憲法記念日・こどもの日

フォークダンス同好会
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8とお∬9．豊（第3種郵便物認可）昭和53年H月io日

轡
水
道
事
業
の
お
智
せ

⇔φφ⑭ωφφ◇φφ◇o

　
昭
和
五
十
二
年
度
の
水
道
事
業
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
五
十
二
年
度
は
、
第
三
期
拡
張
事
業
の
第
二
年
次
に
あ
た
り
、

主
な
事
業
と
し
て
、
第
七
水
源
井
新
設
、
着
水
沈
砂
池
新
設
、
導
・

送
．
配
水
管
の
布
設
、
電
気
計
装
施
設
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
施

設
改
良
事
業
は
、
寿
町
地
内
ほ
か
三
ヵ
所
の
配
水
管
布
設
、
ポ
ン
プ

分
解
修
繕
工
事
な
ど
を
行
い
消
火
栓
は
、
四
日
町
、
峠
、
新
座
、

川
治
上
町
、
妻
有
町
、
城
之
古
の
六
ヵ
所
に
新
設
し
ま
し
た
。
な

お
、
決
算
状
況
及
び
業
務
状
況
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。
水
道
事

業
に
一
層
の
こ
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ください．　　　　　　　　　　◆
　　　　　　　　　　　　　　φ　　　　　　　　　　　　　　　　　φ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔φφ⇔⇔⇔φ
※使用しているメーターに付いているじゃ口、φ

ll欝蕊藤ll．認鑑鷺道響冊翻
費　　　　　　用 収　　　　　　益

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額

営業費用 165，263，600 営業収益 226，229，737

営業外費用 54，346，782 営業外収益 3，916，400

特別損失

小　　計

　3，240

219，613，622

特別利益 0

当年度純利益 10，532，515

合　　計 230，146，137 合　　計 230，146，137

（単位　円）●資本的収入及び支出

支　　　　　　出 収　　　　　　入

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

建設改良費 486，311，2璽 企　業　　債 474，000，000

企業債償還金 13，332，935 負　担　　金 2，494，730

合　　計 499，644，229 合　　計 476，494，730

水源を求めて
　　150m以上もほる

資本勘定における資金不足額23，149，499円は当年度分損益勘定留

保資金23，149，499円で補てんした．

昭和52年度給水業務の状況

（昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで）

区　　　　　　分 昭和52年度 昭和51年度 増減（△） 比率（％）

給　　水　　戸　　数（戸〉 7，885 7，807 78 101．0

給　　水　　人　　口（人） 30，392 30，389 3 100．0

年間使用水量（㎡） 3，168，664 3，071，103 97，561 103．2

1日最大使用水量（㎡） 15，967 14，218 1，749 112．3

1日平均使用水量（㎡〉 8，681 8，414 267 103．2

1戸当年間使用水量（㎡） 402 393 9 102．3

⇔
⇔
⇔
⇔
φ
φ
φ
φ
φ
⇔
φ
⇔
⇔
φ
φ
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・
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φ
φ
φ
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φ
φ
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φ
φ
◆
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
◆
φ
φ
◆
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◆
◆
◆
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φ
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⇔
⇔
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φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
⇔
⇔
φ
⇔
φ
φ
φ
φ
⇔
⇔
φ
⇔
φ

　水道の漏水は古い施設ほど多く発生します力

新しい施設でも凍結などにより漏水することがあ

ま玄

さい。

　漏水は何の前ぶれもなく発生しますび）で、毎

月一度はメーターを見る事も大事なことと思い
ます。

　
　
　
ど
こ
か
で
漏
水
）

　
（
針
が
動
い
て
い
れ
ば

赤
い
文
字
で
標
示

／㊦留感
慰ぽ樵、．

⑭φ＼吻酎。．，ノ

　
（
料
金
算
定
に
使
用
）

黒
い
文
字
で
標
示

　
水
道
工
事
で
」
道
路
か
必
噺
も
媛
灘
き
滋
灘

事
は
、
十
一
月
十
五
日
か
ら
鷺
鍔
牽
蓋
鍛
謙
懸

は
道
路
管
理
者
の
指
示
に
よ
険
で
き
ま
態
毒
の

で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

　これからは気温が下がり、水道管やじゃ口が

凍りやすくなる季節です。昨年の冬には、空屋

にして置いた所の水道が凍結により破裂し、家

中を水びたしにした例がありました。

　凍結を防止するために、今かr）つぎの事に心

がけてください。

■外に出ている部分は保温を
　保温機は市販品もありますが、手近かなもの

として、布、荒ナワ、フェルトなどをまきつけ

その上をビニールなどで覆い水がしみ込まない

ようにします。

　まきっけたものに水がしみ込むと、かえって

凍りゃすくなります。

　また、メーターの箱や水栓中は蓋をあけ、ビ

ニールのくずや発泡スチロールをこまかくして

つめると効果があります。

闇じゃロが凍った時には
　じゃ口が凍った時は、早めに凍った部分にタ

オルか雑巾をかけ、その上かr）ゆっくりとぬる

ま湯をかけてとかしましょう。急に熱湯をかけ

るとじゃ口をいためることがあります。
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◆
下
条
保
育
所
◆

　
　
　
　
　
入
所
児
童
を
募
集

　
昭
和
五
十
四
年
度
の
下
条
保
育
所

入
所
児
童
を
、
つ
ぎ
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
．
希
望
者
は
、
市
・
社
会
福

祉
事
務
所
に
お
申
し
込
み
く
胃
さ
い
．

　
な
お
、
そ
の
他
の
保
育
所
の
募
集

に
つ
い
て
は
十
一
月
二
十
五
日
の
お

知
ら
せ
版
を
、
こ
覧
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
　
十
一
月
二
十
日
㈲
～
三

十
目
困
ま
で

入
所
資
格
　
十
日
町
市
に
住
民
登
録

し
て
あ
り
、
保
育
に
か
け
る
児
童

提
出
書
類
　
保
育
所
入
所
申
請
書
（
用

紙
は
市
・
社
会
福
祉
事
務
所
及
び
下

条
保
育
所
に
あ
り
ま
す
）

そ
の
他
　
母
親
が
内
職
を
し
て
い
る

場
合
は
事
業
主
の
証
明
書
（
所
定
の

用
紙
を
使
用
）
　
ま
た
、
祖
父
母
、

父
母
等
が
病
気
の
場
合
は
医
師
の
診

断
書
が
必
要
（
た
だ
し
六
十
五
歳
以

上
の
場
合
は
必
要
な
し
）

募
集
人
員
　
未
満
児
二
十
四
人
、
三

歳
以
上
児
九
十
六
人

※
入
所
選
考
に
あ
た
り
幼
稚
園
や
へ

き
地
保
育
所
に
入
園
等
が
決
定
さ
れ

て
い
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
選
考
の

対
象
か
ら
除
外
と
な
り
ま
す
．

児
童
手
当
が

　
　
　
増
額
に
な
り
ま
す

　
市
民
税
の
所
得
割
が
、
か
か
ら
な

い
方
に
支
給
さ
れ
る
児
童
手
当
の
月

額
が
、
十
月
分
よ
り
六
千
円
（
現
行

五
千
円
）
に
な
り
ま
す
。

　
増
額
に
な
っ
た
方
に
は
、
額
改
定

通
知
書
に
よ
り
、
通
知
を
し
ま
す
．

　
　
　
　
児
童
扶
養
手
当
は
、
つ
ぎ

　
　
　
の
支
給
要
件
の
い
ず
れ
か
に

　
　
　
該
当
す
る
児
童
の
母
が
、
そ

　
　
　
の
児
童
を
監
護
す
る
と
き
と
、

　
　
　
母
が
い
な
い
場
合
に
は
、
そ

　
　
　
の
児
童
を
養
育
す
る
人
に
支

　
　
　
給
さ
れ
ま
す
．

支
給
要
件

○
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童
。

O
父
が
死
亡
し
た
児
童
。

o
父
が
法
律
に
定
め
ら
れ
た
程
度
の

廃
疾
の
状
態
に
あ
る
児
童
．

O
父
が
行
え
不
明
の
児
童
。

o
父
が
引
き
続
き
一
年
以
上
遺
棄
し

て
い
る
児
童
。

○
父
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
一
年

以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童
。

○
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
陵
胎
し

た
児
童
（
父
が
認
知
し
て
い
な
い
）

支
給
の
制
度

　
支
給
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
児
童
を
監
護
、
養
育
し
て
い
る
場

合
で
も
、
つ
ぎ
の
事
項
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
一
、
児
童
が

O
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

○
父
ま
た
は
母
の
死
亡
に
つ
い
て
支

給
さ
れ
る
公
的
年
金
等
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
。

o
父
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
の
額

の
加
算
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
き
．

O
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き
．

o
父
（
法
律
に
定
め
る
程
度
の
廃
疾

状
態
に
あ
る
と
き
を
除
く
）
と
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
る
と
き
。

○
母
の
配
偶
者
に
養
育
さ
れ
て
い
る

と
キ
㌔

　
二
、
母
ま
た
は
養
育
者
が

O
目
本
国
民
で
な
い
と
き
．

○
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
．

O
国
民
年
金
法
の
障
害
福
祉
年
金
及

び
、
老
齢
福
祉
年
金
以
外
の
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

　
三
、
所
得
制
限

　
受
給
者
ま
た
は
受
給
者
の
扶
養
義

務
者
の
所
得
が
ド
の
表
の
額
以
上
で

あ
る
と
き
。

手
当
月
額

O
児
童
が
一
人
の
場
合

　
　
　
　
二
万
千
五
百
円

O
児
童
が
二
人
の
場
合

　
　
　
　
二
万
三
千
五
百
円

〇
三
人
以
上
の
場
合

　
　
二
万
三
千
五
百
円
に
、
三
人
目

舞　養親族

　の人数
受給者 扶養義務者

0人 1，932，㎜ 5，733，000

1人 2，222，000 5，982，000

2人 2，512，000 6，195，000

3人 2，802，000 6，408，000

4人 3，092，000 6，621，000

　
　
か
ら
児
童
一
人
に
つ
き
四
百
円

　
　
を
加
算
し
た
額

詳
し
く
は
、
市
社
会
福
祉
事
務
所

（
宿
七
±
一
二
一
一
内
線
二
一
六
）
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
㍍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薮

　
　
　
身
体
や
精
神
に
法
律
で
定

　
　
　
め
る
程
度
の
重
い
障
害
の
あ

　
　
　
る
二
十
歳
未
満
の
児
童
を
、

　
　
　
父
母
が
監
護
す
る
と
き
、
ま

　
　
　
た
は
、
父
母
以
外
の
人
が
養

　
　
　
育
す
る
と
き
に
支
給
さ
れ
ま

　
　
　
す
。
た
だ
し
、
つ
ぎ
の
事
項

　
　
　
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

　
　
　
き
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
．

　
一
、
児
童
が

O
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
．
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54年度

幼稚園児（私立）募集中

　市内の幼稚園（私立〉の園児の募集が始ま

っています。来年度は、むつみ幼稚園が新設

されます。

愛宕幼稚園
米募集期間　11月30日まで
※募集人員　3歳児…60名

　　　　　4歳児…60名
巌願書受付期日　11月30日まで

天使幼稚園
※募集期間　11月30目まで

来募集人員　3歳児…50名

　　　　　4歳児…20名
　　　　　5歳児…若干名
米願書受付期日　11月30日まで

　　　　むつみ幼稚園

　来募集期間　11月30目まで
　米募集人員　3歳児…30名
　　　　　　　　　4歳児…40名
　　　　　　　　　5歳児…40名
　※願書受付期日　11月30日まで
※　年齢はいずれ｛、54年4月1日現在び）満年齢てす。

※　入学案内書・入園願書はそれぞれの幼稚園に・む

／）み幼稚園分は山口医院（ド条31一目）にあります。

※　4歳児・5歳児には保護者び）所得税により幼稚園

就園奨励費がありますので保育料の減免かあります。

建設中のむつみ幼稚園

　
税
の
相
談
は

　
　
　
　
　
お
気
軽
に

◆
相
談
事
項
　
所
得
税
、
贈
与
税

　
相
続
税
な
ど
の
税
務
相
談
、
そ

　
の
他
苦
情
相
談
。

◆
と
こ
ろ
　
市
役
所
二
階
相
談
室

◆
と
き
　
十
二
月
五
日
図

午
前
＋
時
～
午
後
三
時
（
電
話

　
に
よ
る
相
談
も
受
け
ま
す
）

　
（
奮
七
－
三
二
一
内
二
二
九
）

◆
担
当
　
税
務
相
談
室
長
岡
分
室

o
廃
疾
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

O
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い

る
と
き
。

　
二
、
父
母
ま
た
は
養
育
者
が

O
日
本
国
民
で
な
い
と
き
。

o
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
．

　
三
、
所
得
制
限

　
受
給
者
ま
た
は
受
給
者
の
扶
養
義

務
者
の
所
得
が
限
度
額
以
上
の
と
き
。

（
所
得
限
度
額
は
、
児
童
扶
養
手
当
の

と
同
じ
で
す
）
　
　
　
　
　
　
　
　
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
限

　
手
当
月
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

〇
一
級
障
害
の
場
合
、
一
人
に
つ
き
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ヤ

　
　
　
　
　
ニ
万
四
千
八
百
円
　
　
　
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

〇
二
級
障
害
の
場
合
、
一
人
に
つ
き
3
0

　
　
　
　
　
一
万
六
千
五
百
円
　
　
　
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
は
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

青
少
年
健
全
育
成
　
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第

　
　
　
　
　
　
　
強
調
月
間
税

＋
一
月
は
・
青
少
年
健
全
育
成
強
薙

調
月
間
で
す
．
県
で
は
、
昨
年
七
月
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
固

に
青
少
年
健
全
育
成
条
例
を
施
行
し
、

青
少
年
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
税

市
で
も
青
少
年
を
と
り
ま
く
環
境
浄
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

化
の
た
め
に
、
関
係
業
者
の
協
力
を
月

得
て
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
た
り
、
各
今

地
区
の
青
少
協
単
位
で
地
域
懇
談
会

を
開
い
て
目
的
達
成
の
努
力
を
続
け

て
い
ま
す
．
し
か
し
、
青
少
年
問
題

は
行
政
面
だ
け
で
の
解
決
は
む
ず
か

し
く
、
地
域
が
一
丸
と
な
っ
て
の
地

道
な
努
力
が
望
ま
れ
ま
す
．
　
「
手
を

つ
な
ぐ
親
に
非
行
の
子
供
な
し
」
の

入
選
標
語
の
と
お
り
、
み
ん
な
手
を

と
り
あ
っ
て
、
青
少
年
を
暖
か
く
見

守
っ
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
す
．



、
内
臥
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轡
水
道
事
業
の
お
智
せ

⇔φφ⑭ωφφ◇φφ◇o

　
昭
和
五
十
二
年
度
の
水
道
事
業
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
五
十
二
年
度
は
、
第
三
期
拡
張
事
業
の
第
二
年
次
に
あ
た
り
、

主
な
事
業
と
し
て
、
第
七
水
源
井
新
設
、
着
水
沈
砂
池
新
設
、
導
・

送
．
配
水
管
の
布
設
、
電
気
計
装
施
設
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
施

設
改
良
事
業
は
、
寿
町
地
内
ほ
か
三
ヵ
所
の
配
水
管
布
設
、
ポ
ン
プ

分
解
修
繕
工
事
な
ど
を
行
い
消
火
栓
は
、
四
日
町
、
峠
、
新
座
、

川
治
上
町
、
妻
有
町
、
城
之
古
の
六
ヵ
所
に
新
設
し
ま
し
た
。
な

お
、
決
算
状
況
及
び
業
務
状
況
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。
水
道
事

業
に
一
層
の
こ
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ください．　　　　　　　　　　◆
　　　　　　　　　　　　　　φ　　　　　　　　　　　　　　　　　φ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔φφ⇔⇔⇔φ
※使用しているメーターに付いているじゃ口、φ

ll欝蕊藤ll．認鑑鷺道響冊翻
費　　　　　　用 収　　　　　　益

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額

営業費用 165，263，600 営業収益 226，229，737

営業外費用 54，346，782 営業外収益 3，916，400

特別損失

小　　計

　3，240

219，613，622

特別利益 0

当年度純利益 10，532，515

合　　計 230，146，137 合　　計 230，146，137

（単位　円）●資本的収入及び支出

支　　　　　　出 収　　　　　　入

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

建設改良費 486，311，2璽 企　業　　債 474，000，000

企業債償還金 13，332，935 負　担　　金 2，494，730

合　　計 499，644，229 合　　計 476，494，730

水源を求めて
　　150m以上もほる

資本勘定における資金不足額23，149，499円は当年度分損益勘定留

保資金23，149，499円で補てんした．

昭和52年度給水業務の状況

（昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで）

区　　　　　　分 昭和52年度 昭和51年度 増減（△） 比率（％）

給　　水　　戸　　数（戸〉 7，885 7，807 78 101．0

給　　水　　人　　口（人） 30，392 30，389 3 100．0

年間使用水量（㎡） 3，168，664 3，071，103 97，561 103．2

1日最大使用水量（㎡） 15，967 14，218 1，749 112．3

1日平均使用水量（㎡〉 8，681 8，414 267 103．2

1戸当年間使用水量（㎡） 402 393 9 102．3

⇔
⇔
⇔
⇔
φ
φ
φ
φ
φ
⇔
φ
⇔
⇔
φ
φ
6
・
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φ
φ
φ
φ
φ
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◆
φ
φ
◆
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
◆
φ
φ
◆
φ
◆
◆
◆
◆
φ
φ
⇔
⇔
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
φ
⇔
⇔
φ
⇔
φ
φ
φ
φ
⇔
⇔
φ
⇔
φ

　水道の漏水は古い施設ほど多く発生します力

新しい施設でも凍結などにより漏水することがあ

ま玄

さい。

　漏水は何の前ぶれもなく発生しますび）で、毎

月一度はメーターを見る事も大事なことと思い
ます。

　
　
　
ど
こ
か
で
漏
水
）

　
（
針
が
動
い
て
い
れ
ば

赤
い
文
字
で
標
示

／㊦留感
慰ぽ樵、．

⑭φ＼吻酎。．，ノ

　
（
料
金
算
定
に
使
用
）

黒
い
文
字
で
標
示

　
水
道
工
事
で
」
道
路
か
必
噺
も
媛
灘
き
滋
灘

事
は
、
十
一
月
十
五
日
か
ら
鷺
鍔
牽
蓋
鍛
謙
懸

は
道
路
管
理
者
の
指
示
に
よ
険
で
き
ま
態
毒
の

で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

　これからは気温が下がり、水道管やじゃ口が

凍りやすくなる季節です。昨年の冬には、空屋

にして置いた所の水道が凍結により破裂し、家

中を水びたしにした例がありました。

　凍結を防止するために、今かr）つぎの事に心

がけてください。

■外に出ている部分は保温を
　保温機は市販品もありますが、手近かなもの

として、布、荒ナワ、フェルトなどをまきつけ

その上をビニールなどで覆い水がしみ込まない

ようにします。

　まきっけたものに水がしみ込むと、かえって

凍りゃすくなります。

　また、メーターの箱や水栓中は蓋をあけ、ビ

ニールのくずや発泡スチロールをこまかくして

つめると効果があります。

闇じゃロが凍った時には
　じゃ口が凍った時は、早めに凍った部分にタ

オルか雑巾をかけ、その上かr）ゆっくりとぬる

ま湯をかけてとかしましょう。急に熱湯をかけ

るとじゃ口をいためることがあります。
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◆
下
条
保
育
所
◆

　
　
　
　
　
入
所
児
童
を
募
集

　
昭
和
五
十
四
年
度
の
下
条
保
育
所

入
所
児
童
を
、
つ
ぎ
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
．
希
望
者
は
、
市
・
社
会
福

祉
事
務
所
に
お
申
し
込
み
く
胃
さ
い
．

　
な
お
、
そ
の
他
の
保
育
所
の
募
集

に
つ
い
て
は
十
一
月
二
十
五
日
の
お

知
ら
せ
版
を
、
こ
覧
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
　
十
一
月
二
十
日
㈲
～
三

十
目
困
ま
で

入
所
資
格
　
十
日
町
市
に
住
民
登
録

し
て
あ
り
、
保
育
に
か
け
る
児
童

提
出
書
類
　
保
育
所
入
所
申
請
書
（
用

紙
は
市
・
社
会
福
祉
事
務
所
及
び
下

条
保
育
所
に
あ
り
ま
す
）

そ
の
他
　
母
親
が
内
職
を
し
て
い
る

場
合
は
事
業
主
の
証
明
書
（
所
定
の

用
紙
を
使
用
）
　
ま
た
、
祖
父
母
、

父
母
等
が
病
気
の
場
合
は
医
師
の
診

断
書
が
必
要
（
た
だ
し
六
十
五
歳
以

上
の
場
合
は
必
要
な
し
）

募
集
人
員
　
未
満
児
二
十
四
人
、
三

歳
以
上
児
九
十
六
人

※
入
所
選
考
に
あ
た
り
幼
稚
園
や
へ

き
地
保
育
所
に
入
園
等
が
決
定
さ
れ

て
い
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
選
考
の

対
象
か
ら
除
外
と
な
り
ま
す
．

児
童
手
当
が

　
　
　
増
額
に
な
り
ま
す

　
市
民
税
の
所
得
割
が
、
か
か
ら
な

い
方
に
支
給
さ
れ
る
児
童
手
当
の
月

額
が
、
十
月
分
よ
り
六
千
円
（
現
行

五
千
円
）
に
な
り
ま
す
。

　
増
額
に
な
っ
た
方
に
は
、
額
改
定

通
知
書
に
よ
り
、
通
知
を
し
ま
す
．

　
　
　
　
児
童
扶
養
手
当
は
、
つ
ぎ

　
　
　
の
支
給
要
件
の
い
ず
れ
か
に

　
　
　
該
当
す
る
児
童
の
母
が
、
そ

　
　
　
の
児
童
を
監
護
す
る
と
き
と
、

　
　
　
母
が
い
な
い
場
合
に
は
、
そ

　
　
　
の
児
童
を
養
育
す
る
人
に
支

　
　
　
給
さ
れ
ま
す
．

支
給
要
件

○
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童
。

O
父
が
死
亡
し
た
児
童
。

o
父
が
法
律
に
定
め
ら
れ
た
程
度
の

廃
疾
の
状
態
に
あ
る
児
童
．

O
父
が
行
え
不
明
の
児
童
。

o
父
が
引
き
続
き
一
年
以
上
遺
棄
し

て
い
る
児
童
。

○
父
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
一
年

以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童
。

○
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
陵
胎
し

た
児
童
（
父
が
認
知
し
て
い
な
い
）

支
給
の
制
度

　
支
給
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
児
童
を
監
護
、
養
育
し
て
い
る
場

合
で
も
、
つ
ぎ
の
事
項
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
一
、
児
童
が

O
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

○
父
ま
た
は
母
の
死
亡
に
つ
い
て
支

給
さ
れ
る
公
的
年
金
等
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
。

o
父
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
の
額

の
加
算
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
き
．

O
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き
．

o
父
（
法
律
に
定
め
る
程
度
の
廃
疾

状
態
に
あ
る
と
き
を
除
く
）
と
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
る
と
き
。

○
母
の
配
偶
者
に
養
育
さ
れ
て
い
る

と
キ
㌔

　
二
、
母
ま
た
は
養
育
者
が

O
目
本
国
民
で
な
い
と
き
．

○
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
．

O
国
民
年
金
法
の
障
害
福
祉
年
金
及

び
、
老
齢
福
祉
年
金
以
外
の
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

　
三
、
所
得
制
限

　
受
給
者
ま
た
は
受
給
者
の
扶
養
義

務
者
の
所
得
が
ド
の
表
の
額
以
上
で

あ
る
と
き
。

手
当
月
額

O
児
童
が
一
人
の
場
合

　
　
　
　
二
万
千
五
百
円

O
児
童
が
二
人
の
場
合

　
　
　
　
二
万
三
千
五
百
円

〇
三
人
以
上
の
場
合

　
　
二
万
三
千
五
百
円
に
、
三
人
目

舞　養親族

　の人数
受給者 扶養義務者

0人 1，932，㎜ 5，733，000

1人 2，222，000 5，982，000

2人 2，512，000 6，195，000

3人 2，802，000 6，408，000

4人 3，092，000 6，621，000

　
　
か
ら
児
童
一
人
に
つ
き
四
百
円

　
　
を
加
算
し
た
額

詳
し
く
は
、
市
社
会
福
祉
事
務
所

（
宿
七
±
一
二
一
一
内
線
二
一
六
）
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
㍍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薮

　
　
　
身
体
や
精
神
に
法
律
で
定

　
　
　
め
る
程
度
の
重
い
障
害
の
あ

　
　
　
る
二
十
歳
未
満
の
児
童
を
、

　
　
　
父
母
が
監
護
す
る
と
き
、
ま

　
　
　
た
は
、
父
母
以
外
の
人
が
養

　
　
　
育
す
る
と
き
に
支
給
さ
れ
ま

　
　
　
す
。
た
だ
し
、
つ
ぎ
の
事
項

　
　
　
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

　
　
　
き
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
．

　
一
、
児
童
が

O
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
．
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54年度

幼稚園児（私立）募集中

　市内の幼稚園（私立〉の園児の募集が始ま

っています。来年度は、むつみ幼稚園が新設

されます。

愛宕幼稚園
米募集期間　11月30日まで
※募集人員　3歳児…60名

　　　　　4歳児…60名
巌願書受付期日　11月30日まで

天使幼稚園
※募集期間　11月30目まで

来募集人員　3歳児…50名

　　　　　4歳児…20名
　　　　　5歳児…若干名
米願書受付期日　11月30日まで

　　　　むつみ幼稚園

　来募集期間　11月30目まで
　米募集人員　3歳児…30名
　　　　　　　　　4歳児…40名
　　　　　　　　　5歳児…40名
　※願書受付期日　11月30日まで
※　年齢はいずれ｛、54年4月1日現在び）満年齢てす。

※　入学案内書・入園願書はそれぞれの幼稚園に・む

／）み幼稚園分は山口医院（ド条31一目）にあります。

※　4歳児・5歳児には保護者び）所得税により幼稚園

就園奨励費がありますので保育料の減免かあります。

建設中のむつみ幼稚園

　
税
の
相
談
は

　
　
　
　
　
お
気
軽
に

◆
相
談
事
項
　
所
得
税
、
贈
与
税

　
相
続
税
な
ど
の
税
務
相
談
、
そ

　
の
他
苦
情
相
談
。

◆
と
こ
ろ
　
市
役
所
二
階
相
談
室

◆
と
き
　
十
二
月
五
日
図

午
前
＋
時
～
午
後
三
時
（
電
話

　
に
よ
る
相
談
も
受
け
ま
す
）

　
（
奮
七
－
三
二
一
内
二
二
九
）

◆
担
当
　
税
務
相
談
室
長
岡
分
室

o
廃
疾
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

O
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い

る
と
き
。

　
二
、
父
母
ま
た
は
養
育
者
が

O
日
本
国
民
で
な
い
と
き
。

o
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き
．

　
三
、
所
得
制
限

　
受
給
者
ま
た
は
受
給
者
の
扶
養
義

務
者
の
所
得
が
限
度
額
以
上
の
と
き
。

（
所
得
限
度
額
は
、
児
童
扶
養
手
当
の

と
同
じ
で
す
）
　
　
　
　
　
　
　
　
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
限

　
手
当
月
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

〇
一
級
障
害
の
場
合
、
一
人
に
つ
き
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ヤ

　
　
　
　
　
ニ
万
四
千
八
百
円
　
　
　
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日

〇
二
級
障
害
の
場
合
、
一
人
に
つ
き
3
0

　
　
　
　
　
一
万
六
千
五
百
円
　
　
　
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
は
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期

青
少
年
健
全
育
成
　
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第

　
　
　
　
　
　
　
強
調
月
間
税

＋
一
月
は
・
青
少
年
健
全
育
成
強
薙

調
月
間
で
す
．
県
で
は
、
昨
年
七
月
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
固

に
青
少
年
健
全
育
成
条
例
を
施
行
し
、

青
少
年
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
税

市
で
も
青
少
年
を
と
り
ま
く
環
境
浄
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

化
の
た
め
に
、
関
係
業
者
の
協
力
を
月

得
て
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
た
り
、
各
今

地
区
の
青
少
協
単
位
で
地
域
懇
談
会

を
開
い
て
目
的
達
成
の
努
力
を
続
け

て
い
ま
す
．
し
か
し
、
青
少
年
問
題

は
行
政
面
だ
け
で
の
解
決
は
む
ず
か

し
く
、
地
域
が
一
丸
と
な
っ
て
の
地

道
な
努
力
が
望
ま
れ
ま
す
．
　
「
手
を

つ
な
ぐ
親
に
非
行
の
子
供
な
し
」
の

入
選
標
語
の
と
お
り
、
み
ん
な
手
を

と
り
あ
っ
て
、
青
少
年
を
暖
か
く
見

守
っ
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
す
．
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《翰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰻

　
三
十
回
雪
ま
つ
り
の
シ
ン
ボ
ル
マ

ー
ク
と
、
ア
イ
デ
ア
募
集
の
入
賞
者

が
決
ま
り
ま
し
た
。

　
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
は
、
応
募
者
十

六
人
、
点
数
二
十
七
点
の
中
か
ら
、

田
川
町
二
丁
目
、
大
関
昭
二
さ
ん
の

作
品
が
入
選
し
ま
し
た
。
大
関
さ
ん

の
作
品
は
、
「
雪
と
織
物
と
十
日
町
」

を
表
現
し
て
い
て
、
雪
は
、
ゴ
ザ
ボ

ポ
ン
チ

ラ
イ　

ρ
スロ

賛
ス

バラ

　
　
肩
肉

　
”

’ブ

ネ
　
　
プ
リ
ス
ケ

　
　
　
　
ス
ネ

シ
で
、
織
物
は
反
物
で
、
十
日
町
は

中
央
に
配
し
た
T
の
文
字
で
あ
ら
わ

し
て
い
ま
す

こ
の
マ
！
ク
は
、
ワ

ッ
ペ
ン
、
ポ
ス
タ
ー
、
各
種
の
印
刷

物
な
ど
に
使
わ
れ
ま
す
．

　
佳
作
に
は
、
倉
本
京
二
（
美
雪
町
）

関
口
吉
夫
（
本
町
七
）
　
阿
部
松
三

（
大
黒
沢
）
　
樋
熊
正
信
（
新
座
第

．
．
一
）
　
二
瓶
美
樹
・
則
夫
（
昭
和
町

三
）
の
皆
さ
ん
と
決
ま
り
ま
し
た
、

　
ま
た
、
雪
ま
つ
り
ア
イ
デ
ア
は
、

七
人
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
が
残
念

な
が
ら
最
優
秀
賞
の
該
当
者
は
な
く
、

優
秀
賞
に
は
根
津
甲
作
（
稲
荷
町
二
）

高
橋
日
出
丸
（
稲
荷
町
』
一
）
　
樋
熊

正
信
（
新
座
第
三
）
さ
ん
の
ア
イ
ヂ

ア
と
決
ま
り
、
西
小
学
校
、
川
治
小

学
校
に
は
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
．

かしこい消費煮　⑫

肉をおいしく
　　　　食べるために

牛肉………薄すぎず濃ずぎぬ

鮮紅色で脂肪が白く、塊まり

肉は指で押して弾力のあるも

のが新鮮。

部位別名称 使　用　上　の　特徴 主な料理の例
ヒレ、　ロース

など
肉そσ遅，び）を味オ）う料理

ロースト、ステーキ
すき焼きなど

ラン、イチボ

モモなど
肉そグ）ものを味わう料理

ステーキ、ロースト
網焼きなと

バラなど
ややかたいので、よく煮て

やわらかくして味を’）ける

シチュー、すき焼き
煮込み、ひき肉とし

てなど

ブリスケなど
かなりかたいのて、ゆ’・く

り煮て味をしみ込ませる

ひき肉として、煮こ

み、／チューなと

ネッケ、スネ
たいぶかたいので、特殊な
料理び） L夫がいる

シチュー、スープなと

寄
せ
ら
れ
た
ア
イ
デ
ア
は
、
　
「
一
回

～
二
十
九
回
の
写
真
パ
ネ
ル
展
を
」

「
観
光
客
誘
致
の
た
め
に
、
十
日
町

駅
下
車
一
万
人
目
、
雪
ま
つ
り
会
場

人
場
一
万
人
目
の
人
に
よ
う
．
｝
そ
賞

を
」
「
市
民
歩
け
く
大
会
を
」
な

ど
貴
重
な
も
の
（
＼
今
後
の
具
体
的

な
計
画
に
お
り
こ
ま
れ
て
ゆ
き
ま
す
。

危
険
物
取
扱
者

　
　
　
講
習
会
を
実
施
〃
“

　
五
十
三
年
度
第
二
回
目
の
危
険
物

取
扱
者
講
習
会
（
甲
種
、
乙
種
及
び

丙
種
危
険
物
取
扱
者
講
習
）
が
、
つ

ぎ
の
と
お
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
　
消
防
法
第
十
三
条
の
五
の

規
定
に
よ
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
、
取

扱
所
で
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事

し
て
い
る
危
険
物
取
扱
者
（
受
講
義

務
者
と
言
い
ま
す
）
及
び
、
現
在
、

危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
い

な
い
が
受
講
を
希
望
す
る
危
険
物
取

扱
者

　
※
受
講
の
義
務
　
受
講
義
務
者
は

つ
ぎ
の
期
間
内
に
講
習
を
受
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ω
製
造
所
等
で
、
危
険
物
の
取
扱

作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日

か
ら
一
年
以
内
。

　
ω
製
造
所
等
で
、
危
険
物
の
取
扱

作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日

前
四
年
以
内
に
免
状
の
交
付
を
受
け

て
い
る
場
合
は
、
免
状
の
交
付
の
日

か
ら
五
年
以
内
．

　
個
講
習
を
受
け
た
後
、
引
き
続
い

て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て

い
る
場
合
は
、
講
習
を
受
け
た
日
か

ら
五
年
以
内
。

時
間
及
び
場
所
　
十
二
月
六
日
困
、

長
岡
自
治
会
館
（
長
岡
市
神
田
町
）

受
講
申
講
受
付
期
間
　
十
一
月
十
一
．
一

日
㈲
か
ら
二
十
五
日
団
ま
で
（
受
講

申
請
書
は
、
消
防
署
に
用
意
し
て
あ

り
ま
す
）

受
講
申
込
先
　
新
潟
県
総
務
部
消
防

防
災
課
危
険
物
係
（
〒
九
五
一
新
潟

市
学
校
町
通
一
番
町
）

講
習
手
数
料
　
千
六
百
円
（
新
潟
県

灘
　
ド
水
道
課
は
、
昭
和
四
十
九
年
四

月
か
ら
発
足
し
た
新
し
い
課
で
．
．
一
階

西
側
建
設
課
の
隣
に
あ
り
ま
す
。
河

川
の
汚
濁
防
止
と
生
活
環
境
整
備
の

た
め
、
公
共
卜
水
道
施
設
の
建
設
を

担
当
し
て
い
ま
す
．
公
共
卜
水
道
事

業
は
都
市
計
画
法
に
定
め
ら
れ
た
事

業
で
す
の
で
、
直
接
的
に
は
市
内
全

域
に
関
係
致
し
ま
せ
ん
が
都
市
計
画

区
域
内
を
遂
次
計
画
的
に
進
め
て
行

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
現
在
第
一
期
計
画
と
し
て
旧
十
日

町
市
街
地
内
を
施
行
中
で
す
が
、
道

収
入
証
書
で
納
入
）く

（
《
」
｛
ぐ
ぐ
～
吃
」
｛
・
ぐ
ぐ
．
～
～
」
曳
ぐ
」
～
ぐ
ぐ
．
’
亀
ぐ
」
覧
（
ぐ
～
ー
、

寄
付
あ
り
が
と
う

社
会
福
祉
事
業
へ

　
▼
大
渕
正
一
（
F
条
栄
町
）
三
万

円
（
香
典
返
し
）
　
▼
岡
村
義
郎
（
高

山
第
二
）
五
万
円
（
香
典
返
し
）

▼
丸
山
大
作
（
稲
荷
町
三
西
）
二
万

円
　
▼
卜
日
町
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合

会
　
二
十
一
万
八
千
八
百
七
十
八
円

オできな劉
　鵜…～』ソ幅
　　　、

翫盗）一

醗漏躊
　無働櫓

⊂つ　　，声

皇

こtな隆
め　　ヒ　つ

筈？

叉載職一

餐・虻
処猷〆’野5鷺

務　　ソ
魁

路
の
ド
に
ド
水
管
を
埋
設
す
る
工
事

の
た
め
い
ろ
ん
な
面
で
市
民
の
階
さ

ん
に
ご
不
便
を
お
か
け
致
し
ま
す
が
、

快
適
な
住
み
良
い
生
活
環
境
造
り
の

た
め
特
段
の
ご
現
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

　
ド
水
道
課
は
二
係
で
業
務
を
分
担

し
て
い
ま
す
．
、

●
管
理
係

　
卜
水
道
事
業
会
計
、
受
益
者
負
担

金
に
関
す
る
こ
と
等
ド
水
道
事
業
の

庶
務
的
な
業
務
、

●
事
業
係

　
卜
水
道
事
業
計
画
、
［
事
、
施
設

の
維
持
管
理
等
、
主
に
ト
水
道
工
事

に
関
す
る
業
務
。

　
　
　
　
　
（
ド
水
道
課
長
高
橋
）

　
▼
水
沢
中
学
校
十
一
回
卒
業
生
有
志

　
九
千
一
．
一
百
円
　
▼
内
藤
直
義
（
控
木
）

　
千
円
　
▼
匿
名
　
三
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
』

　
　
審
滞
2
　
齢

◎
十
一
月
三
日
、
文
化
の
日
は
、
あ

い
に
く
の
雨
で
し
た
。
昭
和
四
十
一
．
、

年
以
来
で
す
か
ら
丁
度
十
年
ぶ
り
で

す
。
で
も
、
各
地
の
文
化
祭
や
錦
鯉

の
品
評
会
の
あ
っ
た
農
協
ま
つ
り
な

ど
の
催
場
は
ど
こ
も
満
員
で
し
た
．

◎
六
月
か
ら
郡
市
医
師
会
の
協
力
で

連
載
し
て
き
た
「
上
手
な
医
療
の
受

け
方
」
、
が
今
回
で
終
り
ま
す
。
”
相

手
の
立
場
が
理
解
で
き
て
参
考
に
な

っ
た
”
等
々
、
ご
意
見
を
頂
戴
し
ま

し
た
．
良
く
て
も
悪
く
て
も
記
事
に

反
応
が
あ
る
と
嬉
し
く
な
り
表
す
、

市
報
に
対
す
る
．
こ
意
見
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
．
3
し
±
．
、
『
一
内
線

二
．
．
一
九
企
画
広
報
係
で
す
。
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◆
救
急
の
場
合

　
　
　
　
　
こ
れ
だ
け
は
知
つ
て
お
こ
う

　
病
気
と
い
う
も
の
は
、
全
く
予
知

し
な
い
で
突
発
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
が
、
現
在
の
よ
う
に
医
学
知
識
や

衛
生
知
識
の
普
及
し
て
い
る
時
代
で

は
、
ち
よ
っ
と
し
た
用
意
で
、
そ
ん

な
に
あ
わ
て
な
く
て
対
処
で
き
る
こ

と
が
多
い
も
の
で
す
。

　、曇／　1！
過1ミ

　
ま
ず
、
病
気
ら
し
い
と
思
っ
た
ら

夜
中
や
休
日
に
な
ら
な
い
う
ち
に
、

早
め
に
医
師
に
み
て
も
ら
う
こ
と
で

す
。　

日
ご
ろ
、
高
血
圧
、
心
臓
病
、
て

ん
か
ん
、
糖
尿
病
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

持
病
を
持
つ
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
万

β

一
の
場
合
を
考
え
て
お
き
た
い
も
の

で
す
。

　
ま
た
、
二
・
三
歳
か
ら
小
学
校
低

学
年
く
ら
い
ま
で
は
、
時
に
高
熱
を

出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
大
部
分

は
感
冒
の
こ
と
が
多
く
、
救
急
施
設

ま
で
走
ら
な
く
て
も
す
む
場
合
が
多

い
も
の
で
す
。
こ
ん
な
年
ご
ろ
の
子

ど
も
を
持
っ
親
は
、
日
ご
ろ
医
師
に

相
談
し
て
、
解
熱
剤
く
ら
い
は
用
意

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
事
故
、
発
作
、
激
し
い
腹
痛
な
ど

の
急
病
で
困
っ
た
場
合
は
早
く
医
師

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

苞

藩

∂

　
十
日
町
地
域
で
は
、
休
日
に

つ
い
て
医
師
会
員
の
当
番
制
が

あ
り
、
毎
月
の
市
報
と
お
か
ま

ち
お
知
ら
せ
版
に
そ
の
当
番
医

院
名
が
の
っ
て
い
ま
す
。

鳥
陣

　
“
　
の

　
救
急
車
を
利
用
す
る
時
の
い
ち
ば

ん
た
い
せ
っ
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

設
備
や
、
そ
こ
で
働
く
人
達
の
こ
と

を
考
え
、
た
い
せ
つ
に
利
用
し
、
そ

れ
ら
の
施
設
機
能
が
十
分
働
け
る
よ

う
に
協
力
す
る
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
が
万
一
の
自
己
の
救
急
に
対

し
て
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
そ
の
働
き
を

し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た

だ
便
利
で
あ
る
か
ら
と
か
、
ち
ょ
っ

と
し
た
思
い
つ
き
や
自
分
だ
け
の
都

合
で
利
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ま

こ
ん
な
と
き
に
は
…

◆
腰
の
い
た
む
と
き
に
は

　
腰
は
上
半
身
の
重
み
を
支
え
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
か
ら
だ
の

活
動
の
た
め
に
も
た
い
せ
つ
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
日
常
の
は
げ
し
い
動
き
と
、

緊
張
し
た
姿
勢
を
つ
づ
け
る
と
す

ぐ
腰
に
ひ
び
い
て
い
た
み
が
き
ま

す
。　

と
く
に
運
動
不
足
に
よ
り
、
腰

の
筋
肉
が
弱
い
と
お
き
や
す
い
の

で
、
二
十
～
三
十
歳
代
の
働
き
盛

り
の
人
や
家
庭
の
主
婦
、
ま
た
肉

体
労
働
者
よ
り
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

に
多
く
み
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
腰
が
い
た
む
と
き
に
は
安
静
に

し
て
、
腰
に
負
担
が
か
か
ら
な
い

よ
う
に
し
ま
す
。
入
浴
な
ど
で
温

め
て
血
液
の
循
環
を
よ
く
し
、
た

え
ず
正
し
い
姿
勢
を
と
る
よ
う
に

注
意
し
て
、
痛
み
を
軽
減
さ
せ
る

し
て
タ
ク
シ
ー
代
り
に
救
急
車
を
使

う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
本
当
に
急
を
要
す
る
人
が
利

用
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。◆

救
急
車
を
使
う
時
の
注
意

　
も
ち
ろ
ん
局
番
な
し
の
一
一
九
番

を
回
し
ま
す
。

あ
わ
て
な
い
で
、
簡
単
明
瞭
に
要
点

を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

①
病
人
（
け
が
人
）
で
す
。

②
所
番
地
と
氏
名

　
わ
か
れ
ば
大
体
の
年
齢
、
わ
か
り

よ
う
努
力
し
ま
し
ょ
う
。

　
痛
み
が
長
び
く
と
き
は
医
師
に

ょ
く
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
外
科
、
整
形
外
科
ば
か
り
で
な

く
、
内
科
、
泌
尿
器
科
、
産
婦
人

科
、
肛
門
科
で
精
密
検
査
を
う
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

◆
「
ど
う
き
」
が
す
る
と
き
に
は

　
胸
が
ど
き
ど
き
す
る
と
き
は
、

ま
ず
安
静
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

し
て
医
師
の
診
察
を
う
け
ま
し
ょ

う
。　

・
い
、
肺
、
血
液
、
ホ
ル
モ
ン
等

の
異
常
で
ど
う
き
が
お
き
ま
す
が
、

そ
の
反
面
、
精
神
緊
張
だ
け
で
も

お
き
る
し
、
心
臓
に
何
も
原
因
の

な
い
と
き
で
も
往
々
に
し
て
あ
る

も
の
で
す
。
早
く
診
察
を
受
け
て

そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
て
も
ら

い
ま
し
ょ
う
。

や
す
い
目
標

③
病
気
（
ま
た
は
ケ
ガ
）
の
人
の
人

数④
状
況
を
簡
単
に
説
明
す
る

　
た
お
れ
た
、
意
識
の
あ
る
な
し
、

車
に
は
ね
ら
れ
た
、
ケ
ガ
を
し
た
な

ど
と

　
と
に
か
く
、
事
情
も
場
所
も
説
明

せ
ず
に
、
早
く
き
て
く
れ
、
死
に
そ

う
だ
だ
け
で
は
救
急
車
は
医
師
の
手

配
も
で
き
ま
せ
ん
し
、
大
体
行
き
場

所
が
わ
か
ら
な
い
の
で
は
ど
う
に
も

な
り
ま
せ
ん
。
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三
十
回
雪
ま
つ
り
の
シ
ン
ボ
ル
マ

ー
ク
と
、
ア
イ
デ
ア
募
集
の
入
賞
者

が
決
ま
り
ま
し
た
。

　
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
は
、
応
募
者
十

六
人
、
点
数
二
十
七
点
の
中
か
ら
、

田
川
町
二
丁
目
、
大
関
昭
二
さ
ん
の

作
品
が
入
選
し
ま
し
た
。
大
関
さ
ん

の
作
品
は
、
「
雪
と
織
物
と
十
日
町
」

を
表
現
し
て
い
て
、
雪
は
、
ゴ
ザ
ボ

ポ
ン
チ

ラ
イ　

ρ
スロ

賛
ス

バラ

　
　
肩
肉

　
”

’ブ

ネ
　
　
プ
リ
ス
ケ

　
　
　
　
ス
ネ

シ
で
、
織
物
は
反
物
で
、
十
日
町
は

中
央
に
配
し
た
T
の
文
字
で
あ
ら
わ

し
て
い
ま
す

こ
の
マ
！
ク
は
、
ワ

ッ
ペ
ン
、
ポ
ス
タ
ー
、
各
種
の
印
刷

物
な
ど
に
使
わ
れ
ま
す
．

　
佳
作
に
は
、
倉
本
京
二
（
美
雪
町
）

関
口
吉
夫
（
本
町
七
）
　
阿
部
松
三

（
大
黒
沢
）
　
樋
熊
正
信
（
新
座
第

．
．
一
）
　
二
瓶
美
樹
・
則
夫
（
昭
和
町

三
）
の
皆
さ
ん
と
決
ま
り
ま
し
た
、

　
ま
た
、
雪
ま
つ
り
ア
イ
デ
ア
は
、

七
人
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
が
残
念

な
が
ら
最
優
秀
賞
の
該
当
者
は
な
く
、

優
秀
賞
に
は
根
津
甲
作
（
稲
荷
町
二
）

高
橋
日
出
丸
（
稲
荷
町
』
一
）
　
樋
熊

正
信
（
新
座
第
三
）
さ
ん
の
ア
イ
ヂ

ア
と
決
ま
り
、
西
小
学
校
、
川
治
小

学
校
に
は
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
．

かしこい消費煮　⑫

肉をおいしく
　　　　食べるために

牛肉………薄すぎず濃ずぎぬ

鮮紅色で脂肪が白く、塊まり

肉は指で押して弾力のあるも

のが新鮮。

部位別名称 使　用　上　の　特徴 主な料理の例
ヒレ、　ロース

など
肉そσ遅，び）を味オ）う料理

ロースト、ステーキ
すき焼きなど

ラン、イチボ

モモなど
肉そグ）ものを味わう料理

ステーキ、ロースト
網焼きなと

バラなど
ややかたいので、よく煮て

やわらかくして味を’）ける

シチュー、すき焼き
煮込み、ひき肉とし

てなど

ブリスケなど
かなりかたいのて、ゆ’・く

り煮て味をしみ込ませる

ひき肉として、煮こ

み、／チューなと

ネッケ、スネ
たいぶかたいので、特殊な
料理び） L夫がいる

シチュー、スープなと

寄
せ
ら
れ
た
ア
イ
デ
ア
は
、
　
「
一
回

～
二
十
九
回
の
写
真
パ
ネ
ル
展
を
」

「
観
光
客
誘
致
の
た
め
に
、
十
日
町

駅
下
車
一
万
人
目
、
雪
ま
つ
り
会
場

人
場
一
万
人
目
の
人
に
よ
う
．
｝
そ
賞

を
」
「
市
民
歩
け
く
大
会
を
」
な

ど
貴
重
な
も
の
（
＼
今
後
の
具
体
的

な
計
画
に
お
り
こ
ま
れ
て
ゆ
き
ま
す
。

危
険
物
取
扱
者

　
　
　
講
習
会
を
実
施
〃
“

　
五
十
三
年
度
第
二
回
目
の
危
険
物

取
扱
者
講
習
会
（
甲
種
、
乙
種
及
び

丙
種
危
険
物
取
扱
者
講
習
）
が
、
つ

ぎ
の
と
お
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

対
象
者
　
消
防
法
第
十
三
条
の
五
の

規
定
に
よ
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
、
取

扱
所
で
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事

し
て
い
る
危
険
物
取
扱
者
（
受
講
義

務
者
と
言
い
ま
す
）
及
び
、
現
在
、

危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
い

な
い
が
受
講
を
希
望
す
る
危
険
物
取

扱
者

　
※
受
講
の
義
務
　
受
講
義
務
者
は

つ
ぎ
の
期
間
内
に
講
習
を
受
け
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ω
製
造
所
等
で
、
危
険
物
の
取
扱

作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日

か
ら
一
年
以
内
。

　
ω
製
造
所
等
で
、
危
険
物
の
取
扱

作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日

前
四
年
以
内
に
免
状
の
交
付
を
受
け

て
い
る
場
合
は
、
免
状
の
交
付
の
日

か
ら
五
年
以
内
．

　
個
講
習
を
受
け
た
後
、
引
き
続
い

て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て

い
る
場
合
は
、
講
習
を
受
け
た
日
か

ら
五
年
以
内
。

時
間
及
び
場
所
　
十
二
月
六
日
困
、

長
岡
自
治
会
館
（
長
岡
市
神
田
町
）

受
講
申
講
受
付
期
間
　
十
一
月
十
一
．
一

日
㈲
か
ら
二
十
五
日
団
ま
で
（
受
講

申
請
書
は
、
消
防
署
に
用
意
し
て
あ

り
ま
す
）

受
講
申
込
先
　
新
潟
県
総
務
部
消
防

防
災
課
危
険
物
係
（
〒
九
五
一
新
潟

市
学
校
町
通
一
番
町
）

講
習
手
数
料
　
千
六
百
円
（
新
潟
県

灘
　
ド
水
道
課
は
、
昭
和
四
十
九
年
四

月
か
ら
発
足
し
た
新
し
い
課
で
．
．
一
階

西
側
建
設
課
の
隣
に
あ
り
ま
す
。
河

川
の
汚
濁
防
止
と
生
活
環
境
整
備
の

た
め
、
公
共
卜
水
道
施
設
の
建
設
を

担
当
し
て
い
ま
す
．
公
共
卜
水
道
事

業
は
都
市
計
画
法
に
定
め
ら
れ
た
事

業
で
す
の
で
、
直
接
的
に
は
市
内
全

域
に
関
係
致
し
ま
せ
ん
が
都
市
計
画

区
域
内
を
遂
次
計
画
的
に
進
め
て
行

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
現
在
第
一
期
計
画
と
し
て
旧
十
日

町
市
街
地
内
を
施
行
中
で
す
が
、
道

収
入
証
書
で
納
入
）く

（
《
」
｛
ぐ
ぐ
～
吃
」
｛
・
ぐ
ぐ
．
～
～
」
曳
ぐ
」
～
ぐ
ぐ
．
’
亀
ぐ
」
覧
（
ぐ
～
ー
、

寄
付
あ
り
が
と
う

社
会
福
祉
事
業
へ

　
▼
大
渕
正
一
（
F
条
栄
町
）
三
万

円
（
香
典
返
し
）
　
▼
岡
村
義
郎
（
高

山
第
二
）
五
万
円
（
香
典
返
し
）

▼
丸
山
大
作
（
稲
荷
町
三
西
）
二
万

円
　
▼
卜
日
町
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合

会
　
二
十
一
万
八
千
八
百
七
十
八
円

オできな劉
　鵜…～』ソ幅
　　　、

翫盗）一

醗漏躊
　無働櫓

⊂つ　　，声

皇

こtな隆
め　　ヒ　つ

筈？

叉載職一

餐・虻
処猷〆’野5鷺

務　　ソ
魁

路
の
ド
に
ド
水
管
を
埋
設
す
る
工
事

の
た
め
い
ろ
ん
な
面
で
市
民
の
階
さ

ん
に
ご
不
便
を
お
か
け
致
し
ま
す
が
、

快
適
な
住
み
良
い
生
活
環
境
造
り
の

た
め
特
段
の
ご
現
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

　
ド
水
道
課
は
二
係
で
業
務
を
分
担

し
て
い
ま
す
．
、

●
管
理
係

　
卜
水
道
事
業
会
計
、
受
益
者
負
担

金
に
関
す
る
こ
と
等
ド
水
道
事
業
の

庶
務
的
な
業
務
、

●
事
業
係

　
卜
水
道
事
業
計
画
、
［
事
、
施
設

の
維
持
管
理
等
、
主
に
ト
水
道
工
事

に
関
す
る
業
務
。

　
　
　
　
　
（
ド
水
道
課
長
高
橋
）

　
▼
水
沢
中
学
校
十
一
回
卒
業
生
有
志

　
九
千
一
．
一
百
円
　
▼
内
藤
直
義
（
控
木
）

　
千
円
　
▼
匿
名
　
三
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
』

　
　
審
滞
2
　
齢

◎
十
一
月
三
日
、
文
化
の
日
は
、
あ

い
に
く
の
雨
で
し
た
。
昭
和
四
十
一
．
、

年
以
来
で
す
か
ら
丁
度
十
年
ぶ
り
で

す
。
で
も
、
各
地
の
文
化
祭
や
錦
鯉

の
品
評
会
の
あ
っ
た
農
協
ま
つ
り
な

ど
の
催
場
は
ど
こ
も
満
員
で
し
た
．

◎
六
月
か
ら
郡
市
医
師
会
の
協
力
で

連
載
し
て
き
た
「
上
手
な
医
療
の
受

け
方
」
、
が
今
回
で
終
り
ま
す
。
”
相

手
の
立
場
が
理
解
で
き
て
参
考
に
な

っ
た
”
等
々
、
ご
意
見
を
頂
戴
し
ま

し
た
．
良
く
て
も
悪
く
て
も
記
事
に

反
応
が
あ
る
と
嬉
し
く
な
り
表
す
、

市
報
に
対
す
る
．
こ
意
見
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
．
3
し
±
．
、
『
一
内
線

二
．
．
一
九
企
画
広
報
係
で
す
。

2H．44k㎡（10月1日現在）H、933／面積50，213人（男24，610・女25，603）／世帯数■市勢／人口
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◆
救
急
の
場
合

　
　
　
　
　
こ
れ
だ
け
は
知
つ
て
お
こ
う

　
病
気
と
い
う
も
の
は
、
全
く
予
知

し
な
い
で
突
発
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
が
、
現
在
の
よ
う
に
医
学
知
識
や

衛
生
知
識
の
普
及
し
て
い
る
時
代
で

は
、
ち
よ
っ
と
し
た
用
意
で
、
そ
ん

な
に
あ
わ
て
な
く
て
対
処
で
き
る
こ

と
が
多
い
も
の
で
す
。

　、曇／　1！
過1ミ

　
ま
ず
、
病
気
ら
し
い
と
思
っ
た
ら

夜
中
や
休
日
に
な
ら
な
い
う
ち
に
、

早
め
に
医
師
に
み
て
も
ら
う
こ
と
で

す
。　

日
ご
ろ
、
高
血
圧
、
心
臓
病
、
て

ん
か
ん
、
糖
尿
病
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

持
病
を
持
つ
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
万

β

一
の
場
合
を
考
え
て
お
き
た
い
も
の

で
す
。

　
ま
た
、
二
・
三
歳
か
ら
小
学
校
低

学
年
く
ら
い
ま
で
は
、
時
に
高
熱
を

出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
大
部
分

は
感
冒
の
こ
と
が
多
く
、
救
急
施
設

ま
で
走
ら
な
く
て
も
す
む
場
合
が
多

い
も
の
で
す
。
こ
ん
な
年
ご
ろ
の
子

ど
も
を
持
っ
親
は
、
日
ご
ろ
医
師
に

相
談
し
て
、
解
熱
剤
く
ら
い
は
用
意

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
事
故
、
発
作
、
激
し
い
腹
痛
な
ど

の
急
病
で
困
っ
た
場
合
は
早
く
医
師

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

苞

藩

∂

　
十
日
町
地
域
で
は
、
休
日
に

つ
い
て
医
師
会
員
の
当
番
制
が

あ
り
、
毎
月
の
市
報
と
お
か
ま

ち
お
知
ら
せ
版
に
そ
の
当
番
医

院
名
が
の
っ
て
い
ま
す
。

鳥
陣

　
“
　
の

　
救
急
車
を
利
用
す
る
時
の
い
ち
ば

ん
た
い
せ
っ
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

設
備
や
、
そ
こ
で
働
く
人
達
の
こ
と

を
考
え
、
た
い
せ
つ
に
利
用
し
、
そ

れ
ら
の
施
設
機
能
が
十
分
働
け
る
よ

う
に
協
力
す
る
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
が
万
一
の
自
己
の
救
急
に
対

し
て
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
そ
の
働
き
を

し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た

だ
便
利
で
あ
る
か
ら
と
か
、
ち
ょ
っ

と
し
た
思
い
つ
き
や
自
分
だ
け
の
都

合
で
利
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ま

こ
ん
な
と
き
に
は
…

◆
腰
の
い
た
む
と
き
に
は

　
腰
は
上
半
身
の
重
み
を
支
え
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
、
か
ら
だ
の

活
動
の
た
め
に
も
た
い
せ
つ
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
日
常
の
は
げ
し
い
動
き
と
、

緊
張
し
た
姿
勢
を
つ
づ
け
る
と
す

ぐ
腰
に
ひ
び
い
て
い
た
み
が
き
ま

す
。　

と
く
に
運
動
不
足
に
よ
り
、
腰

の
筋
肉
が
弱
い
と
お
き
や
す
い
の

で
、
二
十
～
三
十
歳
代
の
働
き
盛

り
の
人
や
家
庭
の
主
婦
、
ま
た
肉

体
労
働
者
よ
り
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

に
多
く
み
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
腰
が
い
た
む
と
き
に
は
安
静
に

し
て
、
腰
に
負
担
が
か
か
ら
な
い

よ
う
に
し
ま
す
。
入
浴
な
ど
で
温

め
て
血
液
の
循
環
を
よ
く
し
、
た

え
ず
正
し
い
姿
勢
を
と
る
よ
う
に

注
意
し
て
、
痛
み
を
軽
減
さ
せ
る

し
て
タ
ク
シ
ー
代
り
に
救
急
車
を
使

う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
本
当
に
急
を
要
す
る
人
が
利

用
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。◆

救
急
車
を
使
う
時
の
注
意

　
も
ち
ろ
ん
局
番
な
し
の
一
一
九
番

を
回
し
ま
す
。

あ
わ
て
な
い
で
、
簡
単
明
瞭
に
要
点

を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

①
病
人
（
け
が
人
）
で
す
。

②
所
番
地
と
氏
名

　
わ
か
れ
ば
大
体
の
年
齢
、
わ
か
り

よ
う
努
力
し
ま
し
ょ
う
。

　
痛
み
が
長
び
く
と
き
は
医
師
に

ょ
く
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
外
科
、
整
形
外
科
ば
か
り
で
な

く
、
内
科
、
泌
尿
器
科
、
産
婦
人

科
、
肛
門
科
で
精
密
検
査
を
う
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

◆
「
ど
う
き
」
が
す
る
と
き
に
は

　
胸
が
ど
き
ど
き
す
る
と
き
は
、

ま
ず
安
静
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

し
て
医
師
の
診
察
を
う
け
ま
し
ょ

う
。　

・
い
、
肺
、
血
液
、
ホ
ル
モ
ン
等

の
異
常
で
ど
う
き
が
お
き
ま
す
が
、

そ
の
反
面
、
精
神
緊
張
だ
け
で
も

お
き
る
し
、
心
臓
に
何
も
原
因
の

な
い
と
き
で
も
往
々
に
し
て
あ
る

も
の
で
す
。
早
く
診
察
を
受
け
て

そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
て
も
ら

い
ま
し
ょ
う
。

や
す
い
目
標

③
病
気
（
ま
た
は
ケ
ガ
）
の
人
の
人

数④
状
況
を
簡
単
に
説
明
す
る

　
た
お
れ
た
、
意
識
の
あ
る
な
し
、

車
に
は
ね
ら
れ
た
、
ケ
ガ
を
し
た
な

ど
と

　
と
に
か
く
、
事
情
も
場
所
も
説
明

せ
ず
に
、
早
く
き
て
く
れ
、
死
に
そ

う
だ
だ
け
で
は
救
急
車
は
医
師
の
手

配
も
で
き
ま
せ
ん
し
、
大
体
行
き
場

所
が
わ
か
ら
な
い
の
で
は
ど
う
に
も

な
り
ま
せ
ん
。



筋
貸

　　　ノ

「じょうずな医療の受け方」

　　　　　を連載するにあたって
　　　　　十日町市・中魚沼郡医師会

一

　医師会は、これまで日常診療活動をはじめ、学

校医、産業医、各種検診、予防接種等を通じて地

域住民のみなさんの健康についてカをそそいでき

ました。

　このたび、十一日町市保健課の行う「住民の健康

づくリ」運動に協力して「L手な医療の受けノ∫

というシリーズを「市報とおかまち 1の折リ込み

で連載することとしました、

　市民のみなさん、病気を早く見つけて早く治し

ましょう。病気の早期発見、甲期治療は「健康づ

くリ」と表裏 尋体と考えてもよいと思います。病

気早期発見のために、このシリーズがみなさんの

お役に立てば幸いです，，

　また、もう一つみなさんに知って頂きたいこと

は、当｛一日町市中魚沼郡が、県ド1・2の医師過

疎地域であるということです　新潟市の周辺地区

では、住民400へに医師1ノ＼の割合ですが、当地

区は住民2000／＼に医師1へしかおりません、

　したがって、この地区の医師は新潟地区の医師

にくらべて、5倍の責任を負っているわけです。

　数少ない医師をあまリコキ使ってバテさせない

よう、、L手に利用して、自らの健康を守る智恵を

このシリーズを読んで身につけて頂くよう希望い

たします。

さ
趣
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
奏
趣
ミ
ミ
桑
ミ
ミ
ミ
桑
ミ
込
ミ
迷
趣
ミ
ミ
桑
趣
魅
桑
魅
ミ
桑
魅
ミ
ミ
ミ
趣

◆
か
か
り
つ
け
の
医
師
を
持
ち
ま
し
ょ
う

　
医
療
は
本
来
、
人
に
よ
・
て
差
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
が
、

よ
い
医
療
の
第
一
条
件
は
な
ん
と
い

っ
て
も
医
師
と
患
者
さ
ん
と
の
間
に

良
好
な
人
間
関
係
が
成
立
し
、
相
互

信
頼
で
結
ば
れ
た
も
の
で
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
住
ん
で
い
る
近
く
に
、

何
事
に
も
よ
ら
ず
相
談
の
で
き
る
家

庭
医
を
も
ち
、
異
常
が
あ
れ
ば
受
診

し
、
処
置
し
て
も
ら
う
。
更
に
総
合

病
院
で
の
診
療
が
必
要
で
あ
れ
は
、

紹
介
し
て
も
ら
う
。

　
こ
の
よ
う
な
医
師
と
家
族
と
の
つ

な
が
り
を
も
つ
．
一
と
が
、
育
児
ノ
イ

・
ー
ゼ
な
ど
に
ょ
る
不
幸
な
イ
、
・
き
事

を
少
し
で
も
少
な
く
す
る
最
も
よ
い

方
法
と
考
え
ら
れ
ま
す
．

　
こ
の
「
か
か
り
つ
け
の
医
師
」
は
、

ち
ょ
う
ど
同
じ
家
庭
内
で
の
間
柄
の

よ
う
な
も
の
で
「
ホ
ー
ム
ド
ク
々
1
」

と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
．
、

①
健
康
相
談
に
つ
い
て
、
遠
慮
気
が

ね
な
く
相
談
に
乗
り
て
も
ら
え
ま
す
。

②
専
門
外
の
時
で
も
、
相
談
相
手
に

な
り
、
助
言
し
て
く
れ
ま
す
．

③
病
気
の
時
に
は
、
あ
な
た
の
体
質

　
　
　
　
　
　
　
　
／

σ
、

や
性
格
、
過
去
の
病
気
を
十
分
知
っ

て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
・
い
得
て
よ
り

良
い
診
療
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す

④
医
師
の
側
か
ら
す
る
と
、
大
変
無

理
な
注
文
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と

で
も
、
特
別
に
と
い
う
こ
と
だ
っ
て

あ
り
ま
す
、
そ
れ
か
親
し
い
心
の
結

び
つ
き
と
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
．

』・藤

＼／

。
』

．
直
気

㎜
　
度
は
必
ず
体
験
し
て
い

　
ず
で
す
。

　
　
．
一
れ
は
熱
性
け
い
れ
ん
と
い
っ

、
て
高
熱
の
た
め
で
す
か
ら
心
配
の

　
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
大

　
人
の
け
い
れ
ん
は
子
ど
も
と
違
っ

　
て
大
変
な
こ
と
が
多
い
の
で
す
．

　
　
け
い
れ
ん
が
お
き
た
ら
舌
を
か

　
ま
な
い
よ
う
応
急
手
当
を
し
て
く

　
だ
さ
い
。
静
か
に
ね
か
せ
イ
＼
衣

服
を
ら
く
に
し
、
部
屋
を
暗
く
し

　
て
換
気
を
よ
く
し
ま
し
ょ
う
。
そ

　
し
て
熱
の
有
無
を
た
し
か
め
、
熱

が
あ
れ
ば
冷
や
し
、
手
足
が
冷
た

け
れ
ば
温
め
て
く
だ
さ
い
。

　
た
と
え
、
医
師
の
来
診
を
う
け

て
も
医
師
は
け
い
れ
ん
発
作
を
目

前
に
み
る
こ
と
は
少
な
い
も
の
で

す
。

　
ま
た
、
病
人
は
け
い
れ
ん
発
作

時
は
意
識
も
な
い
し
、
発
作
直
前

の
こ
と
も
思
い
出
せ
な
い
こ
と
が

多
い
の
で
、
医
師
は
そ
の
時
の
状

態
を
家
族
か
ら
聞
く
よ
り
し
か
た

が
な
い
の
鴫
・
す
．
家
族
の
方
は
落

ち
つ
い
て
よ
く
発
作
の
状
態
、
時

間
、
口
か
ら
の
泡
、
顔
色
を
み
て

い
て
く
だ
さ
い
．
ま
た
飲
み
残
し

の
薬
、
み
な
れ
な
い
薬
の
空
箱
は

捨
て
な
い
で
医
師
に
見
せ
て
く
だ

さ
い
。

◆
頭
の
い
た
む
と
き
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
る
は
　
　
で
い
ろ
い
ろ
の
病
気
が
出
て
き
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
．
ま
た
頭
蓋
内
疾
患
に
は
頭
痛

を
主
症
状
と
し
て
き
ま
す
し
、
そ

の
頭
痛
も
本
人
だ
け
し
か
わ
か
り

ま
せ
ん
。
部
位
と
痛
み
方
、
熱
の

有
無
、
は
き
け
、
耳
鳴
り
な
ど
を

よ
く
考
え
て
医
師
に
相
談
し
ま
し

ょ
う
。
そ
の
結
果
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
専
門
医
、
例
え
ば
内
科
、
外

科
、
眼
科
、
耳
鼻
科
、
皮
膚
科
婦

人
科
、
歯
科
、
精
神
神
経
科
で
精

密
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◆
発
疹
が
出
た
と
き
に
は

　
赤
い
点
々
の
「
ぼ
ろ
」
や
「
ま

だ
ら
」
を
発
疹
と
い
い
ま
す
。
発

疹
に
気
が
つ
い
た
ら
す
ぐ
熱
を
計

っ
て
く
だ
さ
い
。
熱
が
あ
れ
ば
内

科
系
で
、
熱
が
無
け
れ
ば
皮
膚
科

で
受
診
さ
れ
る
の
も
】
つ
の
目
安

に
な
り
ま
ナ
。

　
発
疹
の
出
る
病
気
は
軽
く
す
む

病
気
か
ら
、
恐
し
い
伝
染
病
ま
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
出
は
じ
め
た
部

位
、
熱
と
の
関
係
、
大
き
さ
、
数
、

か
ゆ
み
、
内
服
し
た
薬
な
ど
診
察

の
と
き
に
詳
し
く
話
し
て
く
だ
さ

　
発
疹
に
は
い
ろ
い
ろ
の
特
徴
が

あ
る
の
で
、
そ
れ
を
聞
く
だ
け
で

も
医
師
は
た
い
へ
ん
診
断
の
助
け

と
な
り
ま
す
。
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